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第１ はじめに 

１ 本書面の目的 

本書面は、控訴理由書第４分冊における控訴人らの主張を補足するとともに、控

訴答弁書における被控訴人の国賠法にかかる主張に対して反論をすることを目的と

する。 

 

２ 国賠法に係る主張の概要 

控訴理由書第４分冊第６の３（同５頁以降）では、２００８年、２０１９年６月

又は２０２３年６月の３つの時点において、本件憲法違反（すなわち、本件諸規定

が憲法２４条１項及び２項並びに憲法１４条１項に違反していることなど控訴理由

書第１分冊、同第２分冊及び同第３分冊で述べた憲法違反）が国会にとって明白で

あり、当該３つの時点から現在に至るまでに、国会議員が本件諸規定の改廃をはじ

めとして本件憲法違反を是正するために必要な立法行為を行っていない、本件立法

不作為は、合理的な理由のない長期間の懈怠と評価され、国賠法１条１項の適用上、

違法の評価を受ける旨主張した。 

本書面では、本訴訟関連訴訟に係る各下級審判決（本書面別紙１）、国会の認識

（同別紙２）などを踏まえ、上記３つの時点のうち、２０１９年６月又は２０２３

年６月の時点で本件憲法違反が国会にとって明白であったことについて補足する。 

さらに、本件では、例えば本訴訟関連訴訟の札幌高裁判決（甲Ａ６０３）や東京

高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）のように明確に違憲と述べる高裁判決が続くなど、

２０２３年６月以降も、本件憲法違反が国会にとって明白であることを基礎づける

事実が断続的に生じており、これらの事実が積み重なることにより、本件憲法違反

の明白性がより増している。このような事情に鑑み、どれだけ遅くとも、本件の口

頭弁論終結までの一定の時点（例えば、東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）の言
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渡し時（２０２４年１０月３０日）など）において、本件憲法違反が国会にとって

明白であり、本件の口頭弁論終結時点において国会による長期間にわたる立法義務

の懈怠が認められ、本件立法不作為が、国賠法１条１項の適用上違法の評価を受け

るとの主張を追加する。 

 

３ 本書の記載の順序 

以下では、まず、立法不作為に関する国賠法上の違法性の各要件の解釈について

整理したうえで（下記第２）、本件においてⒶ違憲の明白性とⒷ長期間の懈怠の２

つの要件が満たされ、国賠法１条１項の適用上違法と評価されることについて述べ

る（下記第３から第５）。なお、本書面別紙１において、本訴訟関連訴訟に係る各

下級審判決の内容を、同別紙２において、国会の認識を示す国会議員の質疑等を整

理している。 

控訴答弁書における被控訴人の国賠法にかかる主張に対する反論は下記第６にお

いて行う。 

 

第２ 立法不作為に関する国賠法上の違法性の各要件の解釈 

控訴理由書第４分冊で既に述べたとおり、国会による立法不作為が国賠法上違法

との評価を受けるか否かについては、判例上、Ⓐ違憲の明白性とⒷ長期間の懈怠の

２つの要件を満たさなければならないとされている。この節では、この２つの要件

の解釈について過去の判例を踏まえた整理を行う。 
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１ Ⓐ 違憲の明白性の要件について 

(1) 何が国会にとって明白である必要があるか＝本件憲法違反の内実 

ア はじめに 

まず、Ⓐ違憲の明白性の要件との関係で、何が国会にとって明白である必要があ

るかを整理する。この点に関し、これまで“本件憲法違反が存在することは立法府

にとって明白”などとの表現を用いてきた1。この表現は簡易な表現として有用性は

あるものの、憲法２４条１項、２項、１４条１項などのように憲法の特定の条文に

違反することが明白である必要があるのか、そうではなく、それらの条文に違反す

ると評価される状態が存在すること、すなわち“憲法上保障・保護されている権利

利益が合理的な理由なく制約されていること”が明白であれば足りるのかが必ずし

も明確ではない。そこで、以下、この点について、過去の判例に照らして再整理を

行う。 

 

イ 過去の判例を踏まえた整理 

上記の点に関し、結論を端的に述べれば、“憲法上保障・保護されている権利利

益が合理的な理由なく制約されていること”や“憲法上保障・保護されている権利

利益の行使の機会を確保するための何らかの立法措置をとることが必要不可欠であ

ること”が国会にとって明白であれば足りるというのが過去の判例であり、憲法の

どの条文に違反しているのか、違憲なのか違憲状態なのかといった点までが確定し

ている必要はない。 

 
1 例えば、控訴理由書第４分冊第６の３［５頁］など。 
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例えば、最大判令和４年５月２５日民集７６巻４号７１１頁（以下「令和４年大

法廷判決」という。）2は、いわゆる立法不作為が国賠法１条１項の適用上違法と評

価を受ける要件を、「法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を

合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白

であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措

置を怠る場合」と定式化した。憲法上保障・保護されている権利利益が合理的な理

由なく制約されていれば、それは憲法に違反すると評価されるのであるから、令和

４年大法廷判決の違憲の明白性の要件のポイントは、“憲法上保障・保護されてい

る権利利益が合理的な理由なく制約されていること”が国会にとって明白か否かで

ある。 

令和４年大法廷判決は上記定式に続けて、「国民に憲法上保障されている権利行

使の機会を確保するための立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白で

あるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠るときは、上

記の例外的な場合に当たるものと解するのが相当である」とも判示している。この

判示に従えば、“憲法上保障・保護されている権利利益の行使の機会を確保するた

めの立法措置をとることが必要不可欠であること”が国会にとって明白である場合

も、違憲の明白性の要件が満されるというのが判例の理解であると整理される。な

お、令和４年大法廷判決が当該事案において必要とされる立法措置に関し「在外国

民に審査権の行使を認める制度」という以上の特定をしていないことからすれば、

権利利益の行使の機会を確保するために“何らかの立法措置”をとることが必要不

可欠であることが国会にとって明白であれば足り、違憲の明白性の要件との関係で

 
2 過去の判例として、その他に、最一小判昭和６０年１１月２１日民集３９巻７号１５１２頁

（以下「昭和６０年第一小法廷判決」という。）、最大判平成１７年９月１４日民集５９巻７号

２０８７頁（「平成１７年大法廷判決」）、最大判平成２７年１２月１６日民集第６９巻８号２

４２７頁などがあるが、令和４年大法廷判決はこれらの各判例を踏襲したものであるから、本

文では令和４年大法廷判決を取り上げた。 
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立法措置の具体的な内容やその詳細が特定されている必要はないとの前提に立つと

解される。 

 

ウ 東京高裁判決（一次）や福岡高裁判決の誤り 

この点、２０２４年１２月１３日に言い渡された福岡高裁判決（甲Ａ８３５）は、

Ⓐ違憲の明白性の要件が満たされない理由として、本訴訟関連訴訟の各地裁判決に

おける判断が憲法のどの条文に違反するか、違憲か違憲状態かといった点で統一さ

れていないことを挙げる（同１７頁）。東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）も同

趣旨の理由を挙げる（同５８頁）。しかし、上記のとおり、過去の判例において、

国会にとって明白である必要があるのは“憲法上保障・保護されている権利利益が

合理的な理由なく制約されていること”や“憲法上保障・保護されている権利利益

の行使の機会を確保するための何らかの立法措置をとることが必要不可欠であるこ

と”であり、福岡高裁判決や東京高裁判決（一次）のように、憲法のどの条文に違

反するのか、それが違憲なのか違憲状態なのかといった点まで統一的な判断がなさ

れていることは、判例上要求されていない。よって、これらの高裁判決は過去の判

例における違憲の明白性の要件の解釈を誤っている。 

 

(2) 最高裁が判断を示していないことは違憲の明白性を否定する理由とならない 

ア 東京高裁判決（一次）や福岡高裁判決のそのほかの誤り 

ところで、東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）や福岡高裁判決（甲Ａ８３５）

は、Ⓐ違憲の明白性の要件が満たされない理由として、最高裁の判断が未だ示され

ていないことを挙げる。この理屈に従うと、上級審であろうが、下級審であろうが、

最高裁の先行する判断がない限り、違憲の明白性の要件が満たされると判断するこ

とはできないこととなる。しかし、これは、明らかに過去の判例に反している。 
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例えば、平成１７年大法廷判決の事案では、国外に居住していて国内の市町村の

区域内に住所を有していない在外国民の国政選挙における選挙権の行使の制限の憲

法適合性、立法府である国会が、在外国民が国政選挙において選挙権を行使するこ

とができるように公職選挙法を改正することを怠った立法不作為の国賠法上の違法

性などが争われた。当時、在外国民の選挙権の行使の制限に関し違憲と判断した最

高裁判例は存在しなかった。しかし、最高裁は、違憲の明白性の要件と長期間の懈

怠の要件が満たされることを認め、上記立法不作為は国賠法１条１項の適用上違法

であるとして、国に対し損害の賠償を命じた。 

令和４年大法廷判決の事案も先行する最高裁の違憲判断はなかったが、最高裁は、

違憲の明白性の要件と長期間の懈怠の要件が満たされることを認め、問題となった

立法不作為は国賠法１条１項の適用上違法であるとして、国に対し損害の賠償を命

じた。 

旧優生保護法に基づく不妊手術に関し国家賠償が求められた事案に関する最大判

令和６年７月３日（判例集未搭載）3（甲Ａ８５０）も同様である。 

このように先行する最高裁の判断がない事例において最高裁が違憲の明白性の要

件が充足されることを認めた事例は複数あり、違憲の明白性の要件の判断に当たっ

て先行する最高裁の判断がないことは明白性を否定する理由にはならないというの

が、判例の正しい解釈である。よって上記各高裁判決は違憲の明白性の要件に関し

て、これまでの判例の解釈を誤っている。 

 

イ 実質的な不当性 

なお、先行する最高裁の判断がないことが違憲の明白性を否定する理由となり得

ると解することは実質的にも極めて問題がある。先行する最高裁の判断が必要だと

 
3 令和５（受）１３１９号国家賠償請求事件 
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解すると、前述のとおり、最高裁の先例のない立法不作為にかかる国家賠償請求訴

訟は下級審か上級審かにかかわらず、すべて棄却されるべきこととなるが、これで

は、立法不作為にかかる国家賠償請求訴訟による救済を狭めすぎることになる。昭

和６０年第一小法廷判決が立法不作為にかかる国家賠償請求訴訟による救済の道を

事実上閉ざすことになるなどと学説から厳しい批判を浴びたことなども踏まえ、平

成１７年大法廷判決が立法不作為にかかる国家賠償請求が認められる場合を実質的

に拡大したことにも逆行する。 

さらに、下級審の違憲立法審査権の存在意義をことさらに軽視ならしめるという

点でも、実質的な問題を孕む。過去、下級審裁判所の違憲審査権について問題とな

った最大判昭和２５年２月１日刑集４巻２号７３頁では「法令が憲法に適合するか

否かを判断することは、憲法によって裁判官に課せられた職務と職権であって、こ

のことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問はない。

憲法八一条は、最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかに

した規定であって、下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨をもって

いるものではない」との判断が示されており、下級審であっても、法の支配を貫徹

させるべく、不作為を含めた違憲立法に対峙した場合には、それを放置することな

く果断に違憲立法審査権を行使することが下級審裁判所の「職務」として要求され

ている。上記各高裁判決がいうように先行する最高裁の判断がないことが違憲の明

白性を否定する要素になるということがまかり通れば、請求棄却という結論が見え

ている以上、憲法判断の必要はないとして、下級審裁判所が違憲立法審査権の行使

を差し控える動機を与えることとなる。また、仮に、下級審裁判所が違憲立法審査

権を繰り返し行使しても、最高裁の先例がない限り、違憲の明白性は認められない

以上、国家賠償のリスクはないなどとして、国会がこれを無視する動機を与えるこ

とにもなる。そのような帰結は憲法の存在意義を蔑ろにし、下級審裁判所における

違憲審査権を不当に軽視するものであって、許容できない。 
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２ Ⓑ 長期間の懈怠の要件について 

次に、Ⓑ長期間の立法義務の懈怠の要件について整理する。当該要件については、

判例上、違憲が明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって

当該違憲状態を是正するための立法措置を怠る場合をいうとされている。 

しかし、これは、文字通り「長」期間の懈怠を要求しているわけではないし、一

律一定の期間（例えば１０年）の渡過が必要とされるわけでもないと解すべきであ

る。そのように解さないと、立法による救済の必要性・緊急性が極めて高い事例に

おいても、文字通りの「長」期間あるいは１０年といった一律の期間、国会が立法

による救済を放置することを許容することになり、憲法が日本の最高法規であり（憲

法９８条１項）、憲法９７条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は・・・

現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの

である」と宣言した趣旨を著しく没却することになる。 

Ⓑ長期間の立法義務の懈怠の要件において「正当な理由」が要求されていること

からすれば、どの程度の期間が「長期間」と評価されるかは、合理的な理由なく制

約されている憲法上の権利・利益の性質・重大性、法改正をすることの技術的な容

易性、法改正を困難にするような特殊な事情の存在、どれだけ建設的かつ実質的な

議論を国会が続けてきたかといった諸事情を考慮したうえで、必要かつ合理的な期

間を超えているか否かにより決定されるべきである。例えば、立法不作為に伴って

生じている憲法上の権利・利益の侵害の内容・程度が重大なものである場合や、あ

る法制度の正当性を立法当時は支えていた立法事実が現在では根本的に変容し又は

完全に失われている場合には、立法府が立法措置によって憲法上の権利・利益の侵

害状況を改めるべき必要性・緊急性が高いのであるから、当然に法令の改廃を行う

ために“必要かつ合理的な期間”もそれに応じて短くなると解される。さらに、上

記の各事情を考慮し、違憲状態をこれ以上放置することは許されないと評価される
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のであれば、それがたとえ１年という期間であっても「長期間の懈怠」と評価され

るべきである4。 

このような解釈は過去の判例とも整合する。例えば、旧優生保護法のいわゆる優

生保護規定に基づき不妊手術を受けた原告らが、同規定は憲法１３条、１４条に違

反し、同規定に係る国会議員の立法行為が違法であるなどとして国賠法１条１項に

基づく損害賠償請求を求めた事案において、（甲Ａ８５０）は、優生保護規定が憲

法１３条、１４条に違反すると断じるとともに、同規定の内容は、国民に憲法上保

障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったから、同規定に

係る国会議員の立法行為は、国賠法１条１項の適用上、違法の評価を受けると判示

した（同１１頁から１２頁）。この判決では、長期間の懈怠の要件が要求されてい

ないが、上記判示に当たって平成１７年大法廷判決が引用されており、過去の判例

とも整合性がとられていることからすれば、長期間の懈怠の要否や期間の長短は、

立法の内容又は立法不作為により侵害される権利・利益の重要性や侵害の態様など

により変わり、侵害される権利が憲法上重要な権利であり、侵害の態様も深刻であ

るといった場合には長期間の懈怠という要件の存否又はその期間の長さについて柔

軟に解釈されることを前提にしていると考えられる。 

 

第３ Ⓐ 違憲の明白性の要件のあてはめについて 

１ 本件における違憲の明白性の対象について 

(1) 過去の判例を踏まえた整理 

上記第２の１での整理によれば、Ⓐ違憲の明白性の要件が満たされるためには、

“憲法上保障・保護されている権利利益が合理的な理由なく制約されていること”

や“憲法上保障・保護されている権利利益の行使の機会を確保するための何らかの

 
4 控訴理由書第４分冊第６の３（４）［１５頁］参照 
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立法措置をとることが必要不可欠であること”が国会にとって明白であれば足りる。

憲法のどの条文に違反しているのか、違憲なのか違憲状態なのかといった点につい

て最高裁の判断あるいは下級審の統一的な判断がなされている必要はない。 

上記を本件の事案に即して整理すれば、本件において法律上同性のカップルが婚

姻できず、家族としての法的保障が何らない状態に置かれていることにより“憲法

上保障・保護されている権利利益が合理的な理由なく制約されていること”や“当

該憲法上保障・保護されている権利利益が合理的理由なく制約されているという状

況を是正するために何らかの立法措置をとることが必要不可欠であること”が国会

にとって明白であれば、Ⓐ違憲の明白性の要件が満たされることとなる。 

そして、本件との関係で“憲法上保障・保護されている権利利益”とは、具体的

には、“婚姻や家族の形成と結びついた重要な人格的利益”を指す。これは、本訴

訟及び関連訴訟の各判決において言及された脚注記載の各利益5と同義である。 

 

5 ・ 札幌地裁判決（甲Ａ１７１）：「重要な法的利益」である「婚姻によって生じる法的効果を

享受する利益」（同２３頁）。婚姻によって生じる身分関係と結びついた複合的な法的効果

を意味し、婚姻当事者及びその家族の身分関係の形成、戸籍によるその身分関係の公証、

その身分に応じて付与される種々の権利義務を伴う法的地位が含まれる（同２０頁）。 

・ 大阪地裁判決（甲Ａ２４８）：「自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重

要な人格的利益」である「社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むこと

ができることについての利益」、すなわち「公認に係る利益」（同２６頁から２７頁） 

・ 東京地裁判決（一次）（甲Ａ３２２）：「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」である

「パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、

社会的公証を受けることができる利益」（同４９頁） 

・ 名古屋地裁判決（甲Ａ４５７）：「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を

保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという・・・憲法

２４条２項により尊重されるべき重要な人格的利益」（同５０頁） 

・ 福岡地裁判決（甲Ａ４５６）：「婚姻制度を利用することによって得られる利益」（同３７

頁）、「公証の利益」（同３４頁）、「婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成す

るかを自己の意思で決定すること」（同３４頁）など諸々の「人格的利益」（同３４頁） 

・ 原判決：「婚姻の本質を亨受する」という「重要な人格的利益」（同３９頁）、「自己の性自

認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益」（同４１頁） 

・ 札幌高裁判決（甲Ａ６０３）：「重要な法的利益」である「性的指向及び同性間の婚姻の自

由」（同１９頁）、アイデンテイティ、自身の存在の意義、個人の社会的な信用、評価、名

誉感情等の「個人の尊厳を成す人格」（同上） 
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上記を整理すると、本件において法律上同性のカップルが婚姻できず、家族とし

ての法的保障が何らない状態に置かれていることにより“婚姻や家族の形成と結び

ついた重要な人格的利益が合理的な理由なく制約されていること”や“当該状況を

是正するために何らかの立法措置をとることが必要不可欠であること”が国会にと

って明白であれば、Ⓐ違憲の明白性の要件が満たされることとなる。 

 

(2) 憲法違反の主張との関係 

憲法違反の主張との関係であるが、主たる主張、従たる主張１、従たる主張２の

いずれかが認められる場合には、そのいずれが認められるかにかかわらず、“婚姻

や家族の形成と結びついた重要な人格的利益”が合理的な理由なく制限されている

との結論が導かれることになる。なぜなら、憲法違反の主張が認められる場合、そ

の前提として、法律上同性のカップルが婚姻できないことによりその婚姻や家族の

形成と結びついた重要な人格的利益が合理的な理由なく制約されており、そのよう

な状況は憲法上許容できないという判断がまずあり6、そのような状況を憲法上保障

されている権利（例えば、婚姻の自由7）が侵害されているとみるか、憲法上保護さ

れる重要な人格的利益の不合理な制約とみるかは、その状態に対するある意味後付

けの法的評価にすぎないからである。 

 

・ 東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）：「自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手と

の永続的な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係」を形成する「個人の人格

的存在と結び付いた重要な法的利益」（同４６頁） 

・ 福岡高裁判決（甲Ａ８３５）：「個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利」である

「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利」（同１１頁から１２頁） 
6 実際、本訴訟関連訴訟の各下級審判決はそのような判断を先行させている。 
7 福岡高裁判決（甲Ａ８３５）は「婚姻をするかどうか、誰を婚姻の相手として選ぶかについ

ては、完全に両当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきものであり、このような意

味での婚姻についての個人の尊厳が保障されていることは、今日では一般的に承認されてい

る」、「婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑み

ると、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠

かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利である」

（同１１頁から１２頁）などと述べる。 
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したがって、例えば、性的少数者の婚姻の自由を侵害しているとの理由で主たる

主張１を認める場合でも、違憲の明白性の要件が満たされるかどうかの判断に当た

っては、“婚姻の自由の侵害”が国会にとって明白であったかどうかというように

違憲の明白性の対象を狭く特定する必要はなく、“婚姻や家族の形成と結びついた

重要な人格的利益が合理的な理由なく制限されていること”が国会にとって明白で

あったかどうかという程度の特定で足りる。 

 

２ 違憲の明白性が認められる時期 

以下では、別紙１や２で整理した事実関係も踏まえ、２０１９年６月、２０２３

年６月の各時期において“本件憲法違反が国会にとって明白”であったことについ

て補足する（下記(1)、(2)）。また、本件では、２０２３年６月以降も、本件憲法

違反が国会にとって明白であることを基礎づける事実が断続的に生じており、これ

らの事実が積み重なることにより、本件憲法違反の明白性がより増している。この

ような事情に鑑みれば、どれだけ遅くとも、本件の口頭弁論終結までの一定の時点

（例えば、東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）の言渡し時（２０２４年１０月３

０日）など）において、本件憲法違反が国会にとって明白であることを述べる（下

記(3)）。 

なお、控訴理由書第４分冊にならって“本件憲法違反が国会にとって明白”とい

った表現を用いるが、上記１で整理したとおり、その意味するところは、“婚姻や

家族の形成と結びついた重要な人格的利益が合理的な理由なく制限されていること

が国会にとって明白“あるいは”当該状態を是正するために何らかの立法措置が不

可欠であることが国会にとって明白“との趣旨である。 
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(1) ２０１９年６月 

２０１９年６月の時点において、本件憲法違反が国会にとって明白であることを

基礎づける事実関係については、控訴理由書第４分冊第６の３（３）イ（ア）8及び

（イ）［１０頁から１３頁］で述べたとおりである。以下では、国会の認識につい

て補足する。 

 

ア 国会の認識についての補足 

２０１５年２月に渋谷区が日本で初めて法律上同性のカップルを対象にパートナ

ーシップ制度を開始することを決めたこと9を受けて、国会でも、いわゆる同性婚の

法制化が性的少数者の人権にかかわる問題であるという見解が示されるようになっ

た。 

例えば、２０１５年４月１日の参議院予算委員会において福島みずほ議員（社民

党）が、２０１８年４月の質問主意書において逢坂誠二議員（立憲民主党）が、そ

れぞれ同性婚の法制化は人権の問題、憲法上要請されるという趣旨の意見を表明し

ている（別紙２ 1.1、1.2 参照）。 

２０１９年２月１４日、本訴訟関連訴訟が札幌地裁、東京地裁、名古屋地裁、大

阪地裁に一斉提訴された。これらの訴訟は、法律上同性のカップルが婚姻できない

ことは憲法２４条、憲法１４条１項などの条項に違反し、当該憲法違反を是正しな

い国会の立法不作為は国賠法上違法であることを訴えるものである。本訴訟関連訴

訟の提訴は国会でも取り上げられ、その関連で立憲民主党など複数の国会議員から

同性婚の法制化は憲法の要請だとの趣旨の意見が表明された（別紙２ 2.1 参照）。 

 
8 （ア）は２００８年の時点で本件憲法違反が国会にとって明白であることを基礎づける事情

について述べたセクションである。２０１９年６月との関係でも（ア）を掲げているのは、本

件憲法違反が国会にとって明白であるか否かは、過去の歴史の積み重ねも踏まえて判断される

べきであることによる。以下、２０２３年６月などについて同じ。 
9 なお、同制度の施行は２０１５年１１月である（甲Ａ９５）。 
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２０１９年６月３日には、「婚姻の平等」を実現するため、法律上同性のカップ

ルによる婚姻を法制化する「民法の一部を改正する法律案」（通称：婚姻平等法案）

が、立憲民主党、日本共産党、社民党の野党３党から衆議院に議員立法として提出

された。同法案の提出は、同性婚の法制化は人権の問題であり、憲法の基本原理で

ある「個人の尊重」（憲法１３条）及び「法の下の平等」（憲法１４条）の観点か

ら要請されるとの認識が前提となっている（別紙２ 2.2 参照）。 

このように、いわゆる同性婚の法制化は人権の問題であるとの認識は当初、議員

個人の見解にとどまっていたが、上記法案の提出により、遅くとも２０１９年６月

には、立憲民主党、日本共産党、社民党所属の議員には共有される段階に至った。

これらの政党に所属する国会議員の数、同法案提出の前後において、衆議院の約１

４．８％10、参議院の約１９．２％11を占めており、決して無視できない数の国会議

員がいわゆる同性婚の法制化は人権の問題であるとの認識を有していることとなる。 

これらの状況からも、野党３党からいわゆる婚姻平等法案が衆議院に提出された

２０１９年６月の時点で、本件憲法違反が国会にとって明白であったことが裏付け

られる。 

 

(2) ２０２３年６月 

２０２３年６月の時点において、本件憲法違反が国会にとって明白であることを

基礎づける事実関係については、控訴理由書第４分冊第６の３（３）イ（ア）、（イ）

及び（ウ）［１０頁から１４頁］で述べたとおりである。以下では、司法の動き及

び国会の認識について補足する。 

 
10 ２０１７年１０月２２日の衆議院選挙の結果、定員４６５議席中、立憲民主党は５５議席、

日本共産党は１２議席、社民党は２議席獲得している（甲Ａ８５１）。３党合計で６９議席と

なり、これは衆議院の定数の約１４．８％（小数点第２以下を四捨五入）を占める。 
11 ２０１９年７月２１日の参議院選挙の結果、定員２４５議席中、立憲民主党は３２議席、日

本共産党は１３議席、社民党が２議席となった（甲Ａ８５１）。３党合計で４７議席となり、

これは参議院の定数の約１９．２％（小数点第２以下を四捨五入）を占める。 
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ア 司法の動きについての補足 

２０２１年３月１７日に札幌地裁判決（甲Ａ１７１）、２０２２年６月２０日に

大阪地裁判決（甲Ａ２４８）２０２２年１１月３０日に東京地裁判決（一次）（甲

Ａ３２２）、２０２３年５月３０日に名古屋地裁判決（甲Ａ４５７）、同年６月８

日に福岡地裁判決（甲Ａ４５６）がそれぞれ言い渡された。 

上記のうち大阪地裁判決（甲Ａ２４８）は合憲判決であったが、札幌地裁判決（甲

Ａ１７１）、東京地裁判決（一次）（甲Ａ３２２）、名古屋地裁判決（甲Ａ４５７）、

福岡地裁判決（甲Ａ４５６）は、違憲または違憲状態という判断であった。また、

これら４つの判決は、憲法のどの条文に違反するのか、違憲なのか違憲状態なのか

について違いはあるものの、法律上同性のカップルが婚姻できず、家族としての法

的保障が何らない状態に置かれていることにより、婚姻や家族の形成と結びついた

重要な個人の人格的な利益が合理的な理由なく侵害されており、それが違憲又は違

憲状態と評価されるという点で、判断は一致していた12（別紙１参照）。この後、原

判決が同様の趣旨の判断を示し、札幌高裁判決（甲Ａ６０３）、東京高裁判決（一

次）（甲Ａ７１０）、福岡高裁判決（甲Ａ８３５）と明確な違憲判決が続いていっ

たことも考慮すると、遅くとも福岡地裁判決が出た２０２３年６月の時点で、最低

限上記の司法判断が今後続くであろうという方向性が確定したといってよい。 

 

 
12 大阪地裁判決（甲Ａ２４８）ですら、同性間の「人的結合関係についての公認に係る利益

は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべき」であり、「本件諸規定

が憲法２４条２項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たっ

て考慮すべき事項である」（同２６頁から２７頁）、「今後の社会状況の変化によっては、同性

間の婚姻等の制度の導入について何ら法的措置がとられていないことの立法不作為が、将来的

に憲法２４条２項に違反するものとして違憲になる可能性はある」（同３７頁）などと判示し

ている。 
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イ 国会の認識についての補足 

国会における認識にも進展が見られる。 

（ア） ２０１９年６月以から札幌地裁判決までの期間 

上記の期間においては、日本弁護士連合会の意見書の法務大臣、内閣総理大臣、

衆議院議長および参議院議長への提出（別紙２ 2.3 参照）のほか、同性婚の法制

化は人権の問題であり、速やかに法制化すべきであるという趣旨の国会での意見の

表明（別紙２ 2.4、2.5 参照）、２０２１年２月２５日の衆議院予算委員会第三分

科会の衆議院法制局の答弁（別紙２ 2.6 参照）などの動きがあった。 

 

（イ） 札幌地裁判決から LGBT 理解増進法公布までの期間 

立憲民主党、社民党や日本共産党の議員は、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）が出さ

れる前から、積極的かつ継続的に、同性婚は人権の問題であり、速やかに法制化す

べきであるとの意見の表明を行ってきたが、札幌地裁判決が出て以降は、それに加

え、本訴訟関連訴訟の各判決で指摘された違憲状態を是正するのは国会の責務とい

った意見を表明するようになった（別紙２ 3.2、4.1、4.2、4.4 参照）。２０２３

年３月には立憲民主党と社民党から衆議院に対し、日本共産党から参議院に対し、

それぞれ同性婚を法制化し婚姻の平等を実現するための「婚姻平等法案」が提出さ

れている。この法案は、廃案となった前回の婚姻平等法案と同様、同性婚の法制化

は人権の問題であり、憲法の基本原理である「個人の尊重」（憲法１３条）及び「法

の下の平等」（憲法１４条）の観点から要請されるとの認識を前提としたものであ

る（別紙２ 4.3 参照）。 

他方で、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）が違憲との判断を下したことは、上記３党

の議員以外にも影響を与え、与党の公明党やそのほかの野党にも、同性婚の法制化

は人権の問題である、本訴訟関連訴訟の各判決で指摘された違憲状態を是正するの

は国会の責務といった認識が広まった。例えば、与党の公明党は、札幌地裁判決（甲
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Ａ１７１）を受けて２０２１年３月２４日に同性婚検討ワーキングチームを設置し、

同性婚の法制化を含む課題に取り組むことを決定した。２０２１年４月１５日の衆

議院憲法審査会では國重徹議員（公明党）が、同年５月１９日の参議院憲法審査会

では平木大作議員（公明党）が、それぞれ、同判決を受けて同性婚についても真摯

に議論をしていく必要があるという趣旨のことを述べた（別紙２ 3.3.2 参照）。

また、２０２１年３月２３日の参議院財政金融委員会では、音喜多駿議員（日本維

新の会）が、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）を受けての政府の対応を問う中で、同性

カップルが差別的な取扱いを一刻も早く解消してほしいと願っていることは重く受

け止めなければならないという趣旨の発言をした（別紙２ 3.3.1 参照）。自民党

の議員の中にも、稲田朋美議員のように、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）を受けて法

律上同性のカップルに何も法的保障がない現状が違憲であるとの認識を覗わせる発

言をした議員もいる（別紙２ 3.3.4 参照）。 

さらに、２０２３年６月、いわゆる LGBT 理解増進法が衆議院・参議院での賛成多

数で、可決された。これにより、国権の最高機関たる立法府自身の手によって、日

本の法体系上、性的指向やジェンダーアイデンティティに基づく差別が許されない

こと、何よりも、性的少数者がかけがえのない個人として尊重されることが、より

明確にされた。その審議過程では、２０２３年６月９日の衆議院内閣委員会におい

て、斎藤アレックス議員（国民民主党）が、同性婚も含めて、安心して自分のパー

トナーと生活を送ることができ、差別することもされることもない社会を築いてい

かなければならないという趣旨の発言をした（別紙２ 4.5 参照）。 

 

（ウ）国会の認識についての小括 

以上述べたように、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）が下される前の段階では、同性

婚は人権の問題であり、法制化は憲法により要請されるとの認識は主として立憲民

主党、日本共産党、社民党所属の議員を中心に共有されていた。しかし、同判決で
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違憲判断が示されたことをきっかけに、同性婚は人権の問題である、国会は判決で

指摘された違憲状態を是正する責務を負うとの認識は、上記３党だけでなく、与党

である公明党所属の議員や日本の維新の会のような野党の議員にも共有されるよう

になった。さらに、いわゆる LGBT 理解増進法の制定により、国会の手自身で性的指

向やジェンダーアイデンティティに基づく差別が許されないことが明確にされた。

同法の審議過程では、国民民主党から同性婚も含めてパートナーと安心して暮らせ

る差別のない社会を築いていかなければならないとの発言がなされている。 

２０２３年６月の時点で党の公式見解として同性婚に取り組むとの方針を示した

政党は、立憲民主党、日本共産党、社民党、公明党であるが、これらの政党に所属

する国会議員の数は、衆議院の約２９．９％13、参議院の３１．５％14を占めている。

少なくとも３割前後の国会議員が同性婚の法制化は人権の問題である、本訴訟関連

訴訟の各判決で指摘された違憲状態を是正するのは国会の責務といった認識を共有

しているのである。 

 

ウ 司法の動き・国会の認識を踏まえてのまとめ 

以上のとおり、遅くとも２０２３年６月に福岡地裁判決（甲Ａ４５６）が出た時

点までに、本訴訟関連訴訟６件中５件に関し地裁の判決が下され、うち４件におい

て、少なくとも、法律上同性のカップルが婚姻できず、家族としての法的保障が何

らない状態に置かれていることにより、婚姻や家族の形成と結びついた重要な個人

 
13 ２０２１年１０月３１日の衆議院選挙の結果、定員４６５議席中、立憲民主党は９６議席、

公明党は３２議席、日本共産党は１０議席、社民党は１議席獲得している（甲Ａ８５１）。４

党合計で１３９議席となり、これは衆議院の定数の約２９．９％（小数点第２以下を四捨五

入）を占める。なお、自民党は２６１議席であり、これは衆議院の定数の約５６．１％を占め

る。 
14 ２０２２年７月１０日の参議院選挙の結果、定員２４８議席中、立憲民主党は３９議席、公

明党は２７議席、日本共産党は１１議席、社民党が１議席となった（甲Ａ８５１）。４党合計

で７８議席となり、これは参議院の定数の約３１．５％（小数点第２以下を四捨五入）を占め

る。 
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の人格的な利益が合理的な理由なく侵害されているとする点で一致した判断が下さ

れ、その方向での判断が今後続くであろうという方向性が確定した。 

さらに、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）が違憲判断を出したことをきっかけに、２

０２３年６月の LGBT 理解増進法の制定までの間に、同性婚の法制化は人権の問題

である、本訴訟関連訴訟の各判決で指摘された違憲状態を是正するのは国会の責務

といった認識が、立憲民主党、日本共産党、社民党だけでなく、与党である公明党

にも共有されるようになった。日本の維新の会や国民民主党などの野党の一部の議

員についても同様である。その結果、少なくとも３割前後の国会議員が上記の認識

を共有するに至っている。 

これらの事情と控訴理由書第４分冊第６の３（３）イ（ア）、（イ）及び（ウ）

［１０頁から１４頁］で述べた事実関係をも踏まえれば、２０２３年６月の時点に

おいて、本件憲法違反が国会にとって明白であることが裏付けられる。 

 

(3) ２０２３年６月から現在 

以下述べるとおり、２０２３年６月以降も、本件憲法違反が国会にとって明白で

あることを基礎づける事実が断続的に生じており、これらの事実が積み重なること

により、本件憲法違反の明白性がより増している。 

 

ア 司法の動き 

（ア） 本訴訟関連訴訟 

２０２４年３月１４日に原判決が下された。「同性カップル等の婚姻を認めず、

また、法律上、同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受した

り、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度も何ら設けられていな

いのは、同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという
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重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかなら」ず、「本件諸

規定及び上述したような立法がされていない状況は個人の尊厳と両性の本質的平等

の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法２４条２項に違反する

状態にある」との判断であった（同４１頁）。 

さらに、２０２４年３月１４日に札幌高裁が憲法２４条及び１４条１項に違反す

るとの内容の判決（甲Ａ６０３）を、同年１０月３０日には東京一次訴訟に関し東

京高裁が憲法１４条１項と２４条２項に違反するとの内容の判決（甲Ａ７１０）

を、同年１２月１３日には福岡高裁が憲法１３条、１４条１項、２４条２項に違反

するとの内容の判決（甲Ａ８３５）を下した。いずれも、法律上同性のカップルに

対し婚姻が認められないことにより、「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態」

（札幌高裁判決（甲Ａ６０３）［１９頁］）、「性的指向という本人の意思で選択

や変更をすることができない属性により個人の人格的存在と結び付いた重要な法的

利益の享受の可否につき本件区別が生じている状態を現在も維持することに合理的

根拠があるとはいえ」ない（東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）［５４頁］）、

「両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えな

いことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者が幸福

を追求する途を閉ざしてしまう」（福岡高裁判決（甲Ａ８３５）［１２頁から１３

頁］）などと、婚姻や家族の形成と結びついた重要な個人の人格的な利益が侵害さ

れていることを認定している。また。明確な違憲判決であり、地裁判決よりもより

踏み込んだ内容となっており（別紙１参照）、その意味で、本訴訟関連訴訟は新た

な段階に入った。 

 

（イ） 二つの最高裁判例 

２０２３年１０月２５日、性同一性障害者の性別の取扱いの特例法に関する法律

３条１項４号のいわゆる生殖不能要件を憲法１３条に違反するとする最高裁大法廷
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の決定が下された（甲Ａ５３３）。最高裁はその決定の中で、性同一性障害者がそ

の性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、個人の人格的存在と結び

ついた重要な法的利益であると述べた（同６頁から７頁）。この決定により、性自

認や性的指向は個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であり、これを合理

的な理由なく制約することは憲法に違反することが判例上明確化された。 

また、法律上同性のパートナーが、犯罪被害者等給付金の支給等に関する犯罪被

害者等の支援に関する法律（以下「犯給法」という。）５条１項１号の「婚姻の

届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったもの」に該当するかど

うかが争われた事案に関し、２０２４年３月２６日、最高裁判所第３小法廷は判決

を下し（以下「犯給法最高裁判決」という。）、「犯罪被害者と同性の者である

ことのみをもって『婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

あつたもの』に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目

的を踏まえて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法５条１

項１号括弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に

犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとは

いえない。」との判断を示した（甲Ａ６３９［４頁］）。同判決は、憲法判断は行

っていないが、法律上同性のカップルも法律上異性のカップルも、婚姻をした法律

上異性のカップルと同様の関係を構築しうることを最高裁として示したものであ

る。 

 

イ 国会の認識 

国会では、札幌高裁判決（甲Ａ６０３）が憲法２４条、１４条１項に違反すると

の明確な違憲判断を示したことにより、立憲民主党、社民党、日本共産党のほか、

与党の公明党からも違憲状態を是正すべく同性婚を法制化すべきだとの意見と政府

に対する要望が繰り返しだされた（別紙２ 5.1、5.2、5.3 参照）。さらに、立憲
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民主党と社民党が提出した婚姻平等法案に対し、日本維新の会、国民民主党、日本

共産党が趣旨説明を求めた（別紙２ 5.2 引用の道下議員発言参照）。 

自民党は同性婚の導入には反対との立場（甲Ａ５４２［３頁］）を依然として変

えていないが、“憲法２４条１項の「両性」は「当事者」と読み替えるべき”、

“基本的人権の保障という観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上

は、最高裁の判決を待つまでもなく早急な法制化が必要”との持論を有する石破茂

氏が２０２４年９月２７日に自民党の総裁に選出され、同年１０月１日に内閣総理

大臣に就任した（別紙２ 6.1 参照）。 

石破総理大臣は、２０２４年１２月５日の衆議院予算委員会で同性婚の法制化に

取り組む決意はないかとの質問に対し、従来の政府答弁に沿った答弁を行ったもの

の、その後に、自身の言葉で「同性婚が認められないことによってそういう方々が

どういう思いを持っておられるのかということも、私自身はそういう方々の声は聞

いて承知をいたしております。そういう方々の人権というものは最大限に尊重され

なければならない、当然のことだと思っております」と答弁した（別紙２ 6.2 参

照）。 

このように札幌高裁や東京高裁が違憲判決を出したことにより、同性婚の法制化

は人権の問題であり、判決で指摘された違憲状態を是正する責任は国会にあるとい

う認識は、野党の立憲民主党、日本共産党、社民党や与党の公明党などの所属議員

により強く意識されるようになっている。これら４つの政党に所属する国会議員の

数は、本書面提出日現在、衆議院の約３８．９％15、参議院の３１．５％16を占め

 
15 ２０２４年１０月２７日の衆議院選挙の結果、定員４６５議席中、立憲民主党は１４８議

席、公明党は２４議席、日本共産党は８議席、社民党は１議席獲得している（甲Ａ８５１）。

４党合計で１８１議席となり、これは衆議院の定数の約３８．９％（小数点第２以下を四捨五

入）を占める。なお、自民党は１９１議席であり、これは衆議院の定数の約４１．１％を占め

る。 
16 ２０２２年７月１０日の参議院選挙の結果については、前述のとおりである。なお、自民党

は、１１９議席であり、これは参議院の定数２４８議席の約４８％を占める。 

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81.html
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ている。また、同性婚には賛成していない自民党の中でさえ、石破総理のような有

力な議員が同趣旨の認識を公にするに至っている。なお、本書面提出日現在、自民

党の議員は、衆議院の約４１．１％、参議院の約４８％を占めている。 

ただし、政府答弁は相変わらず慎重な検討を要するであり、かつ、衆参両議院の

第１党である自民党も反対の意見（甲Ａ５４２［３頁］）を変えていない。そのた

め、本書面提出日現在、同性婚の法制化が実現する見通しが全く立たない状況であ

ることに変わりはない。 

 

ウ まとめ 

以上述べたとおり、本件では、２０２３年６月以降も、本件憲法違反が国会にと

って明白であることを基礎づける事実が断続的に生じており、これらの事実が積み

重なることにより、本件憲法違反の明白性がより増している。このような事情に鑑

みれば、どれだけ遅くとも、本件の口頭弁論終結までの一定の時点（例えば、東京

高裁判決（一次）（甲Ａ７１０）の言渡し時（２０２４年１０月３０日）など）に

おいて、本件憲法違反が国会にとって明白となったというべきである。 

 

第４ Ⓑ長期間の懈怠の要件のあてはめについて  

１ ２００８年、２０１９年６月、２０２３年６月について 

本件憲法違反が国会にとって明白となった時期が２００８年、２０１９年６

月、２０２３年６月のいずれの場合であっても、Ⓑ長期間の懈怠の要件が満たされ

ることは、控訴理由書第４分冊で述べたとおりである。 
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２ ２０２３年６月以降本件の口頭弁論終結までの一定の時点について 

本書面第２の２で前述したとおり、立法府による長期の立法義務の懈怠の判断

にあたっては、立法不作為の違憲の明白性の判断のなかで考慮された要素のうち、

とりわけ、違憲判断を基礎づけた憲法上の権利の性質や当該法律の規定によるその

侵害の内容・程度、救済の緊急性、立法技術上の問題その他立法対応を困難とする

特別な事情も重要な判断要素となる。 

 

(1) 侵害される権利・利益の性質及びその程度の重大性、救済の緊急性 

まず、侵害される権利・利益についてであるが、本件立法不作為により、原判

決が「同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重

要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪する」と評価する事態が生じている

（原判決４１頁）。このような深刻な事態が生じていることは、本訴訟関連訴訟の

下級審裁判決のいずれもが認めるところである（別紙１参照）。日本におけるトラ

ンスジェンダー、同性愛者その他の性的少数者の人口規模は２０１５年及び２０１

６年に行われた各種調査によれば４．９％から７．６％であり17、単純に人口比で

計算しても、現在でも少なくとも約６００万人から約９４０万人規模の性的少数者

が日々生活している18。このように少なくない人口の法律上同性のカップル（とそ

の子）が上記状態からもたらされる不利益による影響を受けている。そして、上記

状態は、現行憲法が施行された１９４７年５月３日から換算すると実に７５年以上

という極めて長期間にわたって継続している。これらのことも併せて考えれば、本

件立法不作為が、法律上同性のカップル（とその子）の人格的生存に及ぼす影響は

深刻かつ、甚大なものである。 

 
17 中西・LGBT の現状と課題（甲Ａ５７８）２（２）［５頁から６頁］。 
18 総務省統計局の資料によれば、２０２３年１０月１日現在の日本の総人口の概算値は１億２

４３４万人である（甲Ａ５７９）。 



【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めくださ

い】【リンクはご自由にお貼りください】「結婚の自由をすべての人に」東京第二次訴訟(東京高裁)控

訴審第 2 回期日(20250128)提出の書面です。 

28 

 

また、婚姻を望む法律上同性のカップルの中には年齢や病気を抱えるものもい

る。例えば、控訴人河智は２０２０年の人間ドックでの検査の結果、がんが見つか

り、治療を受けた（甲Ｃ２［２２頁から２３頁］）。また、東京一次訴訟の原告で

あった佐藤郁夫は持病で東京一次訴訟一審係属中に亡くなった（控訴人山縣本人調

書６頁）。このようなことをも考慮すると、札幌高裁判決も指摘するように、喫給

の課題としての取組みが求められる。 

 

(2) 立法技術上の問題その他立法対応を困難とする特別な事情の不存在 

では、立法対応を困難とする特別な事情が存在するか。 

まず、すでに、立憲民主党などから、２０１９年６月（甲Ａ８４）、２０２３

年３月（甲Ａ５２３、甲Ａ５２４）に婚姻平等法案が提出されたのであるから、立

法技術上困難な事情は存在しない。 

また、本件憲法違反は国会にとって突然明白になったのではない。同性婚の法

制化が人権の問題であることを指摘する国会議員は、既に２０１５年頃から存在し

た。２０１９年２月には本訴訟関連訴訟が提起されているし、２０２１年３月には

札幌地裁判決（甲Ａ１７１）が違憲との判断を下し、その後、東京地裁判決（一

次）（甲Ａ３２２）、名古屋地裁判決（甲Ａ４５７）、福岡地裁判決（甲Ａ４５

６）、原判決と、違憲または違憲状態との一審判決の判断が続いた。国会では野党

を中心に、同性婚を法制化し、各判決が指摘する違憲・違憲の状態を是正すること

は国会の責務であるとの意見が繰り返し表明され（別紙２ 全般参照）、２０１９

年６月、２０２３年３月に婚姻平等法案が提出された（甲Ａ８４、甲Ａ５２３、甲

Ａ５２４）。このように法制化に向けた材料と十分な準備期間がいずれも既に与え

られている。 

しかし、政府・与党自民党は、慎重な検討が必要、同性婚を法制化について検

討するかどうかについて検討するなどと繰り返すにとどまり、検討する（あるいは
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検討に入ることについて検討する）ことができない合理的な理由を述べることは一

切なかった。同性婚の法制化は憲法上要請されるとの持論を持つ石橋氏が総理大臣

となったものの、政府の答弁や与党自民党の立場は従前どおりである。野党から提

出された婚姻平等法案のうち、２０１９年６月提出の法案と２０２３年３月提出の

立憲民主党・社民党案はいずれも一度も審議に入らず、審議未了のまま衆議院の解

散に伴って廃案となった。また、２０２３年３月提出の日本共産党案は委員会への

付託すらされなかった（別紙２ 4.3 参照）。このように、国会では、合理的な理

由が示されることなく同性婚の法制化について検討に入る（あるいは検討に入るこ

とについて検討する）ことすらできない状況が続いている。  

国会が如何に怠慢であるかは地方公共団体の対応と比較するとさらに明確になる。

２０２４年４月１日時点で、条例や要綱などでパートナーシップ制度を導入済みの

自治体数は少なくとも４５６自治体、人口カバー率は約８５％であったが（甲Ａ６

１５）、２０２５年１月１日時点までにその数は少なくとも４８１自治体に、人口

カバー率は約９０％にまで増加した（甲Ａ８４０・マリフォーＨＰ）。さらに、２

０２４年５月２日、長崎県大村市が、男性同士の法律上同性のカップルに対し、続

き柄を示す欄に「夫（未届）」と記載された住民票を交付した（甲Ａ８５２）。こ

れに対し、総務省は、「実務上の支障をきたすおそれがある」との見解を示して長

崎県大村市に再検討要請したが、長崎県大村市は「特段の修正等を行わない。」と

回答した（甲Ａ８５３）。東京都世田谷区と東京都中野区では、都内では初の対応

として、２０２４年１１月１日から、希望する法律上同性のカップルの住民票の続

き柄に事実婚と同じ「夫（未届）」「妻（未届）」と記載できるようになった（甲

Ａ８５４）。このように、パートナーシップ制度を導入するだけでなく、法律上同

性のカップルも住民票の続柄欄に「夫（未届）」「妻（未届）」と記載することを

認める地方自治体も増加している（甲Ａ８５６）。もちろん、パートナーシップ制

度を利用したり、住民票の続柄が「夫（未届）」または「妻（未届）」と記載され
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たからといって、婚姻の法的効果は発生せず、法律上同性のカップルが直面する不

利益は大きくは解消されない。法律上同性のカップルが婚姻できないことにより現

在直面している不利益を、法律上同性のカップルの婚姻を実現することによって解

消できるのは立法府である国会のみである。しかし、国会が何ら手当てを行わない

ため、法律上同性のカップルが直面する深刻な不利益を少しでも緩和するために地

方自治体が導入したのが、パートナーシップ制度や住民票の続柄欄に「夫（未届）」

「妻（未届）」と記載することを認める措置である。これらの対策をとる地方自治

体の増加は、法律上同性のカップルが直面する深刻な不利益を認識する地方自治体

が増加していることのあらわれである。 

 

(3) まとめ 

このような状況を踏まえれば、「立法府が立法措置を検討するにあたって一定

の期間を要する」といった観念的な理由づけで正当化する余地はなく、どれ程遅く

とも本訴訟の口頭弁論終結時では、２０２３年６月以降の一定の時点（例えば、東

京高裁判決（一次）の言渡し時（２０２４年１０月３０日時点））から起算して

も、本件立法不作為は立法府に許容された合理的期間を越え、長期にわたる立法措

置の懈怠が認められる。 

 

第５ 国賠法上の違法性に関する主張まとめ 

これまで述べてきたことを踏まえれば、控訴人らが主張するいずれかの時点で、

本件憲法違反が国会にとって明白となっており、どれ程遅くとも本訴訟の口頭弁論

終結時においては、国会は必要な立法措置を合理的な理由なく長期間懈怠している

と評価する他ない。よって、本件立法不作為は国賠法１条１項の適用上違法であり、

損害の賠償が命じられるべきである。  
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第６ 控訴答弁書に対する反論 

１ 憲法に違反しないとの主張について 

被控訴人は、本件立法不作為が国賠法１条１項の適用上違法と評価されない理由

として、本件諸規定が憲法には違反しないこと上げる［控訴答弁書第５の２(1)[５

３頁から５４頁]。 

この点、控訴人らの憲法違反に関する主張がいずれも理由があり、被控訴人の主

張が誤っていることについては、控訴理由書第１分冊から第３分冊、控訴人ら第５

準備書面などで述べたとおりであるから、そちらを参照されたい。 

 

２ 本件論点整理に依拠した主張について 

(1) 現行の法律婚制度の内容はそのまま法律上同性のカップルに適用可能とは到

底言えないとの主張について 

被控訴人は、大村教授らがジュリスト１５７８号において公表した「同性カップ

ルの法的処遇に関する論点整理」（乙３５、乙３６）（以下「本件論点整理」とい

う。）において、法律上同性のカップルの法的処遇について複数の選択肢があると

報告されていることを論拠に、現行の法律婚制度の内容はそのまま法律上同性のカ

ップルに適用可能とは到底いえないと主張する（控訴答弁書第５の２(2)イ[５６頁

から５７頁]）。 

しかし、本件論点整理は現行の法律婚制度の内容をそのまま法律上同性のカップ

ルに適用することを否定しておらず、ありうる選択肢の一つとして認めている。例

えば、現行の法律婚制度に基づく法的効果のうち財産的関係、人的関係に関するも

のについては、当事者の性別を問わずに認めうるのでないかと述べる。親子関係に

ついても、実親子関係について、法律上異性のカップルと同様、法律上女性同士の
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カップル19に対し民法７７２条１項の嫡出推定の規定を適用するということが親子

関係の決定方法として適切であるとすれば親子関係に関する婚姻の効果を法律上同

性のカップルに適用することに支障はないと述べる。養親子関係や親権者について

も、法律上同性のカップルが養親や親権者となることの評価が問題となると述べる

にとどまり、法律上同性のカップルが養親や親権者となることを否定していない（乙

３５[１０９頁から１１０頁]）。これは、本件論点整理が何か特定の立場にコミッ

トしていないこと（乙３６［７６頁］）からして、当然のことである。 

 被控訴人は「検討課題が山積している」とも述べる（控訴答弁書第５の２(2)イ[５

７頁]）。しかし、本件論点整理が法律同性のカップルの法的処遇について複数の選

択肢や検討課題を挙げていることは、現実に検討課題が山積していることを意味し

ない。本件論点整理は、何か特定の立場にコミットせずに、立法論的な検討のため

の基礎作業として行われたものであり（乙３６［７６頁］）、その結果、指摘され

た検討課題も網羅的なものとなっている。また、そもそも論として、本件論点整理

は憲法論を扱っていない20。したがって、実際に法律上同性のカップルの法的処遇を

検討することになった際には、まず、憲法上の要請から許容される選択肢が絞り込

まれ、その選択肢ごとに検討課題が特定されることになる。つまり、実際の検討課

題は、本件論点整理で挙げられたものからずっと絞り込まれることになる。 

被控訴人は、検討課題が山積していることを示す例として、本件論点整理で実親

子関係、養親子関係、親権者に関し検討課題が指摘されていることを挙げる（控訴

答弁書第５の２(2)イ[５７頁]）。しかし、前述のとおり、本件論点整理では、養親

子関係、親権者に関しては、法律上同性カップルが養親や親権者となることの評価

が問題となると述べるにとどまる（乙３５[１１０頁]）。原審原告ら第２９準備書

 
19 なお、本件論点整理は、「（男性カップルの場合、この点は問題にならない。）」と民法７７２

条１項の文言上、法律上男性同士のカップルに対し同項を適用するかどうかはそもそも問題と

ならないという趣旨のことを述べる（乙３５［１０９頁］）。 
20 蟻川教授もこの点を指摘する（乙３５［１１３頁］）。 
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面21などでも述べたとおり、子の福祉の観点から親としての責務を十分に果たしう

るかどうかは、親の性自認や性的指向によって決まるのではなく、温かい愛情と正

しい理解を持って子を養育する意思、能力、環境などがあるかどうかによって決ま

る。法律上同性のカップルに対する養育里親の委託実施について厚生労働大臣など

が歓迎の姿勢を示しているように、国もこれを当然の前提としている。実際、控訴

人一橋・武田などの例のように、無数の法律上同性のカップルが親としての責任を

立派に果たしている。したがって、法律上同性のカップルが養親や親権者となるこ

とに関しては自ずとこれを肯定するとの評価に定まる。また、そうである以上、実

親子関係についての選択肢も、民法７７２条１項などの嫡出推定規定群を適用する

か、共同養子縁組を認めるかに絞り込まれることになる22。このように、実際には、

実親子関係、養親子関係、親権者に関し課題は山積などしていない。 

以上の次第であるから、本件論点整理は、現行の法律婚制度の内容はそのまま法

律上同性のカップルに適用可能とは到底いえないとの被控訴人の主張の論拠にはな

らない。 

 

(2) 本件論点整理のみを論拠にしてもⒶ違憲の明白性の要件、Ⓑ長期間の懈怠の

要件は満たされないのは明らかとの主張について 

被控訴人は、本件論点整理が２０２２（令和４）年１２月１日発行の公刊物にお

いて発表されたとの一事をもってしても、控訴人らが主張する時点（２００８年、

２０１９年６月、２０２３年６月の各時点）までに、本件諸規定が憲法２４条１項

及び２項並びに１４条１項に違反することが明白とはいえず、国会が正当な理由な

 
21 原審原告ら第２９準備書面第３の３（３）［１４頁から１７頁］ 
22 なお、原審原告ら第２９準備書面脚注１４［９頁から１０頁］でも述べたとおり、本訴訟で

主たる主張として求めているのは現行の法律婚制度を法律上同性のカップルに対しても開放す

ることである。いわゆる代理懐胎の利用については法律上異性のカップルにも現行法上認めら

れていないが、本訴訟でも求めていない。 
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く長期にわたってなすべき立法措置を怠ったともいえないと主張する[控訴答弁書

第５の２(2)[５７頁]）。 

その理由として、被控訴人は、本件論点整理が複数の選択肢、検討課題を挙げて

いることを論拠として現行の法律婚制度の内容はそのまま法律上同性のカップルに

適用可能とは到底いえないと主張するが、当該主張がそもそも誤っていることは、

上記(1)で述べた通りである。 

また、本書面第２の１(1)や第３の１(1)で整理した通り、過去の判例によれば、 

“当該憲法上保障・保護されている権利利益が合理的理由なく制約されているとい

う状況を是正するために何らかの立法措置をとることが必要不可欠であること”が

国会にとって明白であれば、Ⓐ違憲の明白性の要件が満たされ、どのような立法措

置をとる必要があるかについて特定されている必要はない。したがって、複数の選

択肢があること、例えば、実親子関係について、嫡出推定規定群を適用するか、共

同養子縁組を認めるかの選択肢があることは、Ⓐ違憲の明白性の要件の充足を否定

する理由にはならない。 

Ⓑ長期間の懈怠の要件が満たされることについては、控訴理由書第４分冊や本書

面第４で述べた通りである。 

 

３ 原判決が国賠法上の違法性について検討しなかった点について 

被控訴人は、原判決が国賠法１条１項の適用上の違法性について検討しなかった

点を不当とする控訴人らの主張を争う（控訴答弁書第５の２(3)[５７頁から５９

頁]）。その理由として被控訴人が挙げる理由がいずれも誤っていることについては、

控訴答弁書５８頁第１段落につき、例えば、控訴人ら第４準備書面第２の２、同３

(2)、同第２段落につき、例えば、控訴理由書第３分冊第５、控訴人ら第５準備書面

第５の３、同第３段落につき、例えば、本書面第６の２において既に論じているの

で、該当箇所を参照されたい。 
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以 上  
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別紙１ 本訴訟関連訴訟における下級審の判断 

本書面提出日現在、本訴訟及び関連訴訟において下された下級審の判断の概要は

以下のとおりである。何が憲法のどの条文に違反するのか、違憲なのか違憲状態な

のかといった点について違いがあるが、下記の下線部が示すように、法律上同性の

カップルが婚姻できず、家族としての法的保障が何らない状態に置かれていること

により、婚姻や家族の形成と結びついた重要な個人の人格的な利益が合理的な理由

なく侵害されており、それが違憲又は違憲状態と評価されるという点で下級審の判

断は一致している23。 

 

１ ２０２１年３月札幌地裁判決（甲Ａ１７１） 

２０２１年３月１７日、本訴訟の関連訴訟の一つである札幌訴訟について、札幌

地方裁判所は、本件規定24がいわゆる同性婚を認めないことは、憲法１３条、２４条

には違反しないとした一方で、本件諸規定は、異性愛者に対しては婚姻という制度

を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によっ

て生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしている

限度で、憲法１４条１項に違反すると判断した。 

憲法１４条１項違反の結論を導くにあたり、同地裁判決は「婚姻によって生じる

法的効果を享受する利益」に着目した。「婚姻によって生じる法的効果」は、婚姻

によって生じる身分関係と結びついた複合的な法的効果を意味し、婚姻当事者及び

その家族の身分関係の形成、戸籍によるその身分関係の公証、その身分に応じて付

与される種々の権利義務を伴う法的地位が含まれる（同２０頁）。同地裁判決は、

このような「婚姻によって生じる法的効果を享受する利益」について、「それが異

 
23 なお、原判決以外の判決において、同性愛者のカップルなどとの用語が用いられ、トランス

ジェンダーを包含しうることを前提とする用語が用いられていないのは、本訴訟と異なり、関

連訴訟ではトランスジェンダーである当事者がいないことによる。 
24 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定を意味する（同判決２頁）。 
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性間のものであれば、憲法２４条がその実現のための婚姻を制度として保障してい

ることからすると、異性愛者にとって重要な法的利益である」、「異性愛者と同性愛

者の差異は、性的指向が異なることのみであり、かつ、性的指向は人の意思によっ

て選択・変更できるものではないことに照らせば、異性愛者と同性愛者との間で、

婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はな

く、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享

有し得る」との認識を述べた（同２３頁）。そのうえで、本件規定の目的、憲法２

４条の趣旨、憲法制定後の社会状況等の変化などを検討し（同２３頁から３０

頁］）、その結果を踏まえて、「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻という制度を

利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって

生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしているこ

とは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を

超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱い25は、その限度で合理的根拠

を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。したがって、本件規定は、上記の

限度で憲法１４条１項に違反する」（同３２頁）と結論付けた。 

この札幌地裁判決の判示は、婚姻及び家族に関する法制度の設計につき国会の有

する立法府が有する裁量権をもってしても正当化できない程度に、現行婚姻制度に

よる法的効果をいっさい受けることができないという法律上同性のカップルの権

利・利益の侵害の程度が重大であることを指摘するものである。 

 

  

 
25 異性愛者のカップルは、婚姻することにより婚姻によって生じる法的効果を享受するか、婚

姻せずそのような法的効果を受けないかを選択することができるが、同性愛者のカップルは、

婚姻を欲したとしても婚姻することができず、婚姻によって生じる法的効果を享受することは

できないという区別取り扱いを意味する（同判決２０頁）。 
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２ ２０２２年６月大阪地裁判決（甲Ａ２４８） 

２０２２年６月２０日、本訴訟の関連訴訟の一つである関西訴訟に関し、大阪地

方裁判所は、本件諸規定26がいわゆる同性婚を認めていないことは、憲法１３条、

１４条１項、２４条１項、２項のいずれにも違反しないと判断した。 

ただし、「社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができ

ることについての利益」、すなわち「公認に係る利益」に着目し、「公認に係る利益

は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がる

ものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、

婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感

の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このよ

うな人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異な

るものではない」、同性間の「人的結合関係についての公認に係る利益は、その人

格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべき」であり、「本件諸規定

が憲法２４条２項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検

討に当たって考慮すべき事項である」とした（同２６頁から２７頁）。 

また、「今後の社会状況の変化によっては、同性間の婚姻等の制度の導入につい

て何ら法的措置がとられていないことの立法不作為が、将来的に憲法２４条２項に

違反するものとして違憲になる可能性はある」とも指摘し（同３７頁）、今後の違

憲判断の可能性を異例ながら示した。  

 

３ ２０２２年１１月東京地裁判決（一次）（甲Ａ３２２）  

２０２２年１１月３０日、本訴訟の関連訴訟の一つである東京一次訴訟に関し、

東京地方裁判所は、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件諸

 
26 同性間の婚姻を認めていない民法第四編第二章及び戸籍法の諸規定を意味する（同判決３

頁）。 



【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めくださ

い】【リンクはご自由にお貼りください】「結婚の自由をすべての人に」東京第二次訴訟(東京高裁)控

訴審第 2 回期日(20250128)提出の書面です。 

39 

 

規定27は、憲法２４条１項、１４条１項には違反しないとした一方で、現行法上、

同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性

愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的

な理由があるとはいえず、憲法２４条２項に違反する状態にあると判断した。 

憲法２４条２項に違反状態にあるとの結論を導くにあたり、同地裁判決は、「婚

姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについ

て家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の

尊厳に関わる重要な人格的利益」である、「同性愛者においても、親密な人的結合

関係を築き、パートナーと共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどし

て、社会の一員として生活しており、その実態は、男女の夫婦と変わるところがな

いのであって、パートナーと法的に家族となることは、その人格的生存にとって極

めて重要な意義を有する」、「同性愛者にとっても、パートナーと家族となり、共同

生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることが

できる利益は、個人の尊厳に関わる重大な人格的利益に当たる」などと述べた（同

４９頁）。さらに、「現在、同性愛者には、パートナーと家族になることを可能にす

る法制度がなく、同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが

法律上極めて困難な状況に置かれている」、「特定のパートナーと家族になるという

希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になること

は、その人格的生存に対する重大な脅威、障害である」とも述べた（同５０頁）。

そのうえで、憲法制定後の社会状況等の変化などを検討し（同５０頁から５２

頁）、それらを踏まえて、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるた

めの法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害

であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法２４条２項に

違反する状態にある」と判断した（同５２頁）。 

 
27 婚姻制度に関する民法第４編第２章及び戸籍法の諸規定を意味する（同判決３頁）。 
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もっとも、「そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定さ

れ、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制

度に同性間の婚姻を含める方法に限られない・・・ことからすれば、同性間の婚姻

を認めていない本件諸規定が憲法２４条２項に違反すると断ずることはできない」

とした（同５２頁から５３頁）。 

東京地裁判決（一次）は、パートナーと家族になるための法制度の不存在による

法律上同性のカップルへの権利・利益の侵害の程度が、個人の人格的生存という憲

法上重要な利益に対する「重大な脅威、障害」であると指摘し、国会の立法裁量を

もってしても正当化し得ない域に達していると判示したものである。 

 

４ ２０２３年５月名古屋地裁判決（甲Ａ４５７）  

２０２３年５月３０日、本訴訟の関連訴訟の一つである名古屋訴訟について、名

古屋地方裁判所は、本件諸規定28は、憲法２４条１項には違反しないとしたもの

の、本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、

その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない

という限度で、憲法２４条２項及び１４条１項に違反すると判断した。 

憲法２４条２項に違反するとの結論を導くにあたり、同地裁判決は、「両当事者

の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与

を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法２４条２項により尊重され

るべき重要な人格的利益である」（同４１頁）と位置付けた。そのうえで、「婚姻の

本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思

をもって共同生活を営むことにある」が、「このような親密な関係に基づき永続性

をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのも

のである」とした（同４２頁）。さらに、「同性カップルは、異性カップルと比較し

 
28 同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定を言う（同判決３頁から４頁）。 
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て、両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわし

い効果の付与を受けるための枠組みを利用することができないという格差が生まれ

ている。そして、かかる枠組みを利用することができるという価値は、単に法律に

よって付与された価値というにとどまらず、人の尊厳に由来する重要な人格的利益

を基礎としている」、「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をも

って共同生活を営もうとする同性カップルにおいて、婚姻に伴う個々の法的効果が

付与されないのみならず、その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保

護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない不利益は

甚大なものである」（４５頁）などとして、「上記の状態を継続し放置することにつ

いては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものとい

わざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に

当たる」、「本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公

証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えて

いないという限度で、憲法２４条２項に違反する」と結論付けた（４９頁）。 

同様の理由から憲法１４条１項にも違反するとした（５１頁）  

 

５ ２０２３年６月福岡地裁判決（甲Ａ４５６）  

２０２３年６月８日、本訴訟の関連訴訟の一つである九州訴訟に関し、福岡地方

裁判所は、本件諸規定29は、憲法２４条１項、１３条１項、１４条１項には違反し

ないとしたが、他方で、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益の一

切を認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定

は憲法２４条２項に違反する状態にあるとした。 

憲法２４条２項に違反する状態にあるとの結論を導くにあたり、同地裁判決は、

「婚姻は家族の単位の１つであり、・・・・永続的な精神的及び肉体的結合の相手

 
29 同性同士の婚姻を不適法とする民法及び戸籍法の諸規定の総称（同判決３頁）。 
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を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻制度のみであるところ、同性カ

ップルが婚姻制度を利用できず、公証の利益も得られないことは、同性カップルを

法的に家族として承認しないことを意味する」、「婚姻制度を利用できるか否かはそ

の者の生涯にわたって影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要

性・・・も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成する

かを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益で

あると認められるところ、原告らが婚姻制度を利用できない不利益は・・・憲法１

３条に反するとまでは言えないものの、上記人格的利益を侵害されている事態に至

っている」（同３４頁から３５頁）との認識を示した。そのうえで、「本件諸規定の

下で原告ら同性カップルは婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享

受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っていること、婚姻制

度は異性婚を前提とするとはいえ、その実態が変遷しつつあること、婚姻に対する

社会通念もまた変遷し、同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていな

いとはいえ、国民の理解が相当程度浸透されていることに照らすと、本件諸規定の

立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、同性カップルに婚姻制度の利

用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段

を与えていない本件諸規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法２４条

２項に違反する状態にあると言わざるを得ない」と結論付けた（同３７頁）。 

他方、婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定することは同性

愛者にとっても尊重されるべき人格的利益ではあるものの、憲法上直接保障された

権利とまではいえず、その実現の在り方はその時々における社会的条件、国民生活

の状況、家族の在り方等との関係において決せられるものであり、立法府における

検討や対応に委ねざるを得ない等の理由から、「同性間の婚姻を認めていない本件

諸規定が立法府たる国会の裁量権の範囲を逸脱したものとして憲法２４条２項に反

するとまでは認めることができない」とした（同３７頁から３８頁）。 
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６ ２０２４年３月の原判決  

２０２４年３月１４日、原審は、本件諸規定30は憲法２４条１項、１４条１項に

は違反しないとする一方で、本件諸規定及び同性カップル等が婚姻による法的利益

と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするため

の制度が立法されていない状況は憲法２４条２項に違反する状態と判断した。 

憲法２４条２項に違反する状態であると判断するにあたり、原判決は、「同性カ

ップル等においても、現に、異性カップルと同様に、一人と一人の親密かつ永続性

のある人的結合関係を基礎にして、充足感や幸福感で満たされたかけがえのない家

族関係（信頼関係）を形成している」、「婚姻の本質が、一人と一人の親密かつ永統

性のある人的結合関係を形成することによる充足感や満足感を得ることにあるとい

うことからすれば、同性カップル等にとっても、上述したような婚姻の本質を亨受

することは、重要な人格的利益である」、「そうであるにもかかわらず、同性カップ

ル等に、法律上の婚姻制度又はこれに類似する制度が何ら設けられていないという

状況は上述した人格的利益を享受するごとに対する大きな障害である」などと述べ

た（同３９頁）。そのうえで、憲法制定後の社会状況等の変化等を検討し（同３９

頁から４０頁）、「本件諸規定が、同性カップル等の婚姻を認めず、また、法律上、

同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公

証を受ける利益を享受したりするための制度も何ら設けられていないのは、同性カ

ップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利

益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならないのであるから、本件諸規定

及び上述したような立法がされていない状況は個人の尊厳と両性の本質的平等の要

 
30 現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士の婚姻に限定している民法及び戸籍

法の諸規定を言う（同判決３頁）。 
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請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法２４条２項に違反する状態

にある」との判断を下した（同４１頁）。 

もっとも、「同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受した

り、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度の構築については、な

お、複数の選択肢があるといえ、そのような制度設計については、国会の立法裁量

に委ねられている」との理由から、「本件諸規定が改廃されず、法律上、同性カッ

プル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受け

る利益を享受したりするための制度が立法されていない状況が、現段階において、

直ちに、憲法２４条２項に違反するとまでいうことはできない」とした（同４２

頁）。 

 

７ ２０２４年３月札幌高裁判決（甲Ａ６０３）  

２０２４年３月１４日、本訴訟の関連訴訟である札幌訴訟について、札幌高等裁

判所は、本件規定31が憲法１３条１項に違反するとは認められないものの、異性間

の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定

していない点において、本件規定は憲法２４条、１４条１項に違反するとした。 

上記結論を導くにあたり、同高裁判決は、「性的指向及び同性間の婚姻の自由

は、憲法１３条によっても、人格権と同様に、重要な法的利益と解される」、「憲法

２４条は、憲法１３条を受けて定められており、同条１項が同性間の婚姻を文言上

は直接的に保障していないとしても、同条２項が定めるとおり、個人の尊厳が家族

を単位とする制度的な保障によって社会生活上実現可能であることを踏まえると、

同条１項は人の人との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻につい

ても、異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨である」との解釈を示した（同１９

頁）。また、同性愛者が置かれている現状に関し、「本件規定は、同性間の婚姻を許

 
31 札幌地裁判決（甲Ａ１７１）における定義による。 
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しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられない。この

ことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでな

く、アイデンテイティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができ

なくなったり、個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難にな

ったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている」

との認識を示した（同１９頁）。そのうえで、いわゆる同性婚を認めた場合の不利

益、憲法制定後の社会状況等の変化などを検討し（同１９頁から２２頁）、それら

を踏まえて、「本件規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、こ

れに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性

的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法２４条の規定に照らし

て、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範

囲を超える状態に至っていると認めることが相当である」（同２２頁から２３頁）

として、本件規定は憲法２４条に違反すると結論付けた。 

憲法１４条１項についてもほぼ同様の観点から検討し、ほぼ同様の理由から本件

規定は同項に違反すると結論付けた（同２３頁から２７頁）。 

さらに、同判決は判旨の最後に、「同性愛者は、日々の社会生活において不利益

を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必

要がある。したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を

適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれるのではないか

と思われる。」（同２８頁）と述べて、違憲状態解消に向けた立法措置への時の裁量

が狭いことをも含意する付言を行った。 

 

８ ２０２４年１０月３０日東京高裁判決（一次）（甲Ａ７１０） 

２０２４年１０月３０日、本訴訟の関連訴訟の一つである東京一次訴訟に関し、

東京高等裁判所は、現行の法令が、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について
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規律するにとどまり、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法

７３９条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていない

ことは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に

基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法１４条

１項、２４条２項に違反すると判断した。ただし、憲法２４条１項に違反するかど

うかには言及しなかった。 

上記の結論を導くにあたり、同高裁判決は、「婚姻をすることで、自らの自由意

思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について配偶者として

の法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成

すものであり、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益として十分に尊重さ

れるべきものである」（同４６頁から４７頁）、「控訴人らも、これを望む者であ

り、それぞれ同性の交際相手を得て、お互いを人生の伴侶とすることを望み、家事

や生活費を分担し、子がある控訴人西川と控訴人小野においてはお互いの子を共同

して養育するなど、その実態において、婚姻関係にある夫婦と異なるところのない

共同生活を営んできた」（同５０頁）、「同性間の関係においても、自らの自由意思

により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について配偶者としての

法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す

もので、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益であることに変わりがな

く、男女間の関係におけるのと同様に十分に尊重されるべき」（同５０頁）などと

述べた。そのうえで、婚姻制度の目的や社会的機能、憲法制定後の社会状況等の変

化等を検討し（同５２頁から５４頁）、その結果を踏まえて、「性的指向という本人

の意思で選択や変更をすることができない属性により個人の人格的存在と結び付い

た重要な法的利益の享受の可否につき本件区別が生じている状態を現在も維持する

ことに合理的根拠があるとはいえ」ず（同５４頁）、「現行の法令が、民法及び戸籍

法において男女間の婚姻について規律するにとどまり、同性間の人的結合関係につ
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いては、婚姻の届出に関する民法７３９条に相当する配偶者としての法的身分関係

の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法

的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱い

をするものであって、憲法１４条１項、２４条２項に違反する」と結論付けた（同

５６頁）。 

 

９ ２０２４年１２月福岡高裁判決（甲Ａ８３５） 

２０２４年１２月１３日、本訴訟の関連訴訟の一つである九州訴訟に関し、福岡

高等裁判所は、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法制度による保護

を受ける権利は、憲法１３条によって保障され、裁判上の救済を受けることができ

る具体的な権利であり、同性のカップルについて婚姻を認めていない本件諸規定は、

同権利を侵害し、憲法１３条、１４条１項及び２４条２項に違反するとした。ただ

し、憲法２４条１項については直ちに違反するとまでは解し難いとした。 

上記結論を導くにあたり、同高裁判決は、「憲法１３条は、婚姻をするかどうか

についての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について

法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであり、このような権

利は同条が定める幸福追求権の内実の一つである」、「婚姻が人にとって重要かつ

根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑みると、幸福追求権とし

ての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことの

できない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利である」と

した（同１１頁から１２頁）。さらに「互いに相手を伴侶とし、対等な立場で終生

的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したいという幸福追求の願望

は、両当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがないから、幸福

追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカ

ップル、同性のカップルのいずれも等しく有している」と述べた（同１２頁）。そ
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のうえで、「両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保

護を与えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択す

る者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶者の相続権(民

法８９０条)などの重要な法律上の効果も与えられないのであって、その制約の程

度は重大である」、「本件諸規定による制約の必要性や合理性は見出し難い」とし

て、「本件諸規定のうち、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚

姻制度の対象外としている部分は・・・同性の者を伴侶として選択する者の幸福追

求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対す

る侵害であり、憲法１３条に違反する」と結論づけた（同１２頁から１３頁）。 

さらに、憲法１３条に違反する差別的取扱いが不合理なものであることは自明で 

あるから、憲法１４条１項、２４条２項にも違反するとした（同１５頁から１７頁）。 

 

以 上 
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別紙２ 国会の認識 

以下では、２０１５年以降、国会での質疑を中心に、いわゆる同性婚に関し国会

議員が行った発言や行為等のうち、いわゆる同性婚の問題が性的少数者の人権の問

題であり、国会が本訴訟関連訴訟の各下級審判決が指摘した違憲状態を是正する義

務を負うとの認識を裏付ける主要なものを取り上げる,32。なお、国会での政府答弁

の概要については、原審原告ら第６準備書面第４の２［１６頁から４３頁］、同第

３１準備書面第２の１（２）［８頁から１０頁］なども参照されたい。 

 

１ ２０１９年２月の本訴訟関連訴訟提以前 

1.1 ２０１５年 国会での質疑の実質的な開始 

いわゆる同性婚の法制化について国会で初めて質疑がされたのは２００４年１１

月１７日の参議院憲法調査会であるが、法制化すべきであるという積極方向での質

問がされ、かつ、いわゆる同性婚の法制化が性的少数者の人権にかかわる問題であ

るという見解が示されるようになったのは、２０１５年になってからである33。 

例えば、２０１５年２月に渋谷区が日本で初めて法律上同性のカップルを対象に

パートナーシップ制度を開始することを決めたことを受けて、同月１８日の参議院

本会議で松田公太議員（日本維新の会）がいわゆる同性婚の法制化をすべきではな

いかという趣旨の質問を行った。その際、以下のような発言をし、人権にも関連す

る問題だという意識の萌芽が見て取れる（甲Ａ２３４［２５頁］）。 

松田公太 

日本維新の

会 

LGBT にとどまらず、家族の在り方に多様な価値観を反映させるこ

とは、国民の自由を尊重する観点からも重要だと思います。 

 
32 “主要な”と記載したように、国会での質疑のすべて網羅するものではないことに留意され

たい。 
33 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）アからウ［１７頁から１９頁］も参照。 
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同年４月１日の参議院予算委員会において、福島みずほ議員（社民党）も同趣旨

の質問をしたが、その際、以下のように、いわゆる同性婚の法制化は人権の問題だ

という認識を明確に示す発言をした（甲Ａ２３５［４２頁］）。 

福島みずほ 

社民党 

憲法二十四条は両性の合意のみで、合意のみというところに特徴が

あるのであって、学説の中にもありますが、同性婚を憲法が禁止し

ているとは私は思っておりません。また、LGBT の人たちの人権保

障、これは世界の趨勢ですし、しっかりやるべきだと考えておりま

すし、社民党はそういう立場で頑張っていきたいと思っておりま

す。 

しかし、これに対する政府の答弁は、家族の在り方にも関する問題、慎重に議論

をしていくべき課題というものであった（甲Ａ２３５［４２頁］）。 

 

1.2 ２０１８年４月 日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書 

２０１８年４月には、逢坂誠二議員（立憲民主党）から、いわゆる同性婚と憲法

の関係に関する政府見解を問いただす「日本国憲法下での同性婚に関する質問主意

書」（甲Ａ１１）が提出された。同質問主意書には、以下の質問が盛り込まれてお

り、同議員が、憲法１４条、１３条により、婚姻において、法律上同性のカップル

と法律上異性のカップルは同等に取り扱うことが要請されると認識していることが

窺われる34。 

三 日本国憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、

信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない」、同第十三条では、「すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない

限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳われている。こ

 
34 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）エ［２０頁］も参照。 
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のため、「すべて国民」は、その「性別」によらず、婚姻をなすことができる「自

由及び幸福追求に対する国民の権利」を持つと解すべきで、同性婚は異性同士の

婚姻と同様に扱われるべきではないか。政府の見解如何。 

これに対する政府の答弁は、家族の在り方にも関する問題、慎重に議論をしてい

くべき課題というものであった（甲Ａ１２）。 

 

２ ２０１９年２月の本訴訟関連訴訟提訴時から２０２１年３月の札幌地裁判決

まで 

2.1 ２０１９年２月、３月 衆参予算委員会 

２０１９年２月１４日、本訴訟関連訴訟が札幌地裁、東京地裁、名古屋地裁、大

阪地裁に一斉提訴された。これらの訴訟は、法律上同性のカップルが婚姻できない

ことは憲法２４条、１４条１項などの条項に違反し、当該憲法違反を是正しない国

会の立法不作為は国家賠償法上違法であることを訴えるものであった。 

本訴訟関連訴訟の提訴は国会でも取り上げられた。例えば、提訴当日である２０

１９年２月１４日に尾辻かな子議員（立憲民主党）が、衆議院予算委員会において、

上記提訴を受けての政府の見解を問いただした。また、その関連で、自身の見解と

して以下のように述べた（甲Ａ８３［２３頁］）35。 

尾辻かな子 

立憲民主党 

私は同性婚は認めるべきだと思っております。その理由は、個人

の尊重を定めた憲法１３条、平等権を定めた１４条の規定、これ

を考えると、想定していないという答えではないと思うんですね。 

また、小西洋之議員（立憲民主党・民友会・希望の会）は、同年３月１５日の参

議院予算委員会で、いわゆる同性婚に係る政府答弁に対し、以下のような質問を行

った（甲Ａ８５７・７頁から８頁）。 

 
35 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）キ、ク［２１頁から２３頁］も参照。 
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小西洋之 

立憲民主党・

民友会・希望

の会 

二十四条で同性婚は憲法が想定していないというような答弁をさ

れていますけれども、二十四条二項、十三条、十四条があるのに、

そのようになぜ考えられるのか、論理的に説明してください。 

じゃ、同性婚の方々については婚姻の自由を認めないという解釈

は、そうした方々に対する差別ではないですか。 

しかし、これらの質問に対する政府の答弁は、いずれも、憲法２４条は同性婚を

想定していない、家族の在り方にも関する問題、慎重な検討を要するという趣旨の

ものであった（甲Ａ８３［２３頁］、甲Ａ８５７・７頁から８頁）。 

 

2.2 婚姻平等法案の第１回目の提出 

２０１９年６月３日、「婚姻の平等」を実現するため法律上同性のカップルによ

る婚姻を法制化する「民法の一部を改正する法律案」（通称：婚姻平等法案）（甲

Ａ８４）が、立憲民主党、日本共産党、社民党の野党３党から衆議院に議員立法と

して提出された（甲Ａ２３９、甲Ａ８５８）。 

筆頭提出者の西村智奈美議員（立憲民主党）は、法案提出後の記者会見で、「私

たちは、一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合うことができる社会を目指

している。そうしたなか、同性間で結婚ができないことは大きな支障になっている

のではないか。現在１３組の同性のパートナーの皆さんが、同性婚が認められてい

ないことに対する違憲訴訟を起こしている。こういった機において、民法を改正し

て誰もが生きやすい、多様性のある社会をつくっていくことが国会の責務だと考え

る」と法案の趣旨を説明した（甲Ａ８５８）。また、法案の提出理由にも「現行法

において婚姻が異性の当事者間によるものに限定されると解されていることに鑑み、

個人の尊重の観点から、性的指向又は性自認にかかわらず平等に婚姻が認められる

ようにするため、同性の当事者間による婚姻を法制化する必要がある」と明記され

ている（甲Ａ８４［９頁］）。このように、いわゆる同性婚の法制化は人権の問題
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であり、憲法の基本原理である「個人の尊重」（憲法１３条）及び「法の下の平等」

（憲法１４条）の観点から要請されるとの認識が法案提出の前提とされている。 

なお、同法案は衆議院法務委員会に付託されたものの（甲Ａ２３９）、結局、審

議未了のまま、２０２１年１０月の衆議院解散により廃案となった（甲Ａ５２３［２

頁から３頁］）36。 

 

2.3 ２０１９年７月 日本弁護士連合会の意見書 

２０１５年７月７日、日本弁護士連合会に対し、現在日本において同性間の婚姻

が認められていないことが同性愛者、両性愛者等、同性婚を求める者の存在を無視

しその人権を不当に侵害するものであることを理由として、人権救済の申立てがな

された。同連合会は、２０１９年７月１８日付けで「同性の当事者による婚姻に関

する意見書」（甲Ａ１１１）を公表し、「我が国においては法制上、同性間の婚姻

（同性婚）が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに

配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。これは、性的指向が

同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法

１３条、１４条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。したがって、国は、同

性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。」との見解を

示した（甲Ａ１１１［１頁］）。 

同意見書は同年７月２４日付けで法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長および参

議院議長宛てに提出された（甲Ａ８５９）。 

 

2.4 ２０１９年１０月 衆議院法務委員会 

２０１９年１０月２３日の衆議院法務委員会では、人権擁護に関する件の一つと

して、山尾志桜里議員（立憲民主党）がいわゆる同性婚の法制化について質問をし

 
36 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）セ［３８頁から３９頁］も参照。 
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た。その際、同議員は自身の見解として以下のように述べた（甲Ａ２４０［１０頁］）

37。 

山尾志桜里 

立憲民主党 

私、やはり、一つ申し上げたいのは、この同性婚の問題というの

は、同性婚を望む人がふえているとか同性婚を許す人がふえてい

るとか、ついついそういう文脈で語りがちなんですけれども、こ

れはマイノリティーの人権の問題なので、何か本来であれば、多

数決あるいは多数の人が認めるから認めるという問題では本当は

多分ないんだと思いますね。多くの人が積極的に賛成していなく

ても、少数者の人権については保障すべきだというのが本来の考

え方だというふうに思うんですね。 

しかし、これに対する政府の答弁は、慎重な検討を要する、検討するか否か、そ

れ自体を含めた検討が必要というものであった（甲Ａ２４０［９頁から１１頁］）。 

 

2.5 ２０２０年２月 質問主意書 

２０２０年２月、初鹿明博議員（立憲民主党）が、「制定当時は想定していなか

った同性婚と憲法との関係に関する質問主意書」（甲Ａ８６０）を提出し、以下の

とおり、政府に対し、現在の状況に見合うよう同性婚を憲法上位置付けることを求

めた。 

現行憲法の制定時に想定していなかったとしても、現状、多くの国で同性婚が認

められるようになり、国内でも同性婚を可能とする法整備を求める声が強くなっ

ている状況を鑑みると、制定当時想定していなかったから知らないという態度を

とり続けるのではなく、同性婚を想定した上で憲法との関係について整理し、政

府としての見解を明確にすることが政府の責任だと感じます。 

 

37 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）ケ［２３頁から３１頁］も参照。 
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集団的自衛権の行使について憲法解釈を閣議決定で見直すことを実行したのです

から、同性同士の婚姻という憲法制定当時は想定していなかった事態についても

同様に現在の状況に見合うよう同性婚と現行憲法との関係について明確にすべき

です。 

しかし、これに対する政府の回答は、憲法２４条１項は同性婚を想定していない、

家族の在り方の根幹に関わる問題、慎重な検討を要する、そもそも同性婚の導入に

向けた検討すらしていないというものであった（甲Ａ８６１）。 

 

2.6 ２０２１年２月 衆議院法制局答弁 

２０２１年２月２５日の衆議院予算委員会第三分科会における、尾辻かな子議員

（立憲民主党）からの質問に対し、齋藤法制局参事は、以下のように、日本国憲法

は、少なくとも同性婚を法制化することを禁止はしていない、認めているとの許容

説は十分に成り立ち得る、また、憲法１３条や１４条等の他の憲法条項を根拠とし

て、同性婚の法制度化は憲法上の要請であるとするような考えなどは十分に成り立

ち得るとの答弁を行った（甲Ａ２４２、甲Ａ６５１［２６頁］）38。 

齋藤法制局参

事 

私ども衆議院法制局は、私ども自身が憲法その他の法令について

独自の解釈を有権的に申し上げる立場にはございません。他方、

議員立法の御依頼がありました際には、議員や党のお考えを踏ま

えつつ、その立案の前提となる憲法解釈等が論理的に可能なもの

かどうか、慎重に検討し、先生方に助言をする組織でもございま

す。 

その上で、御質問の同性婚と憲法との関係でございますが、憲法

二十四条一項と同性婚の関係については、論理的に幾つかの解釈

 

38 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）シ［３２頁から３７頁］も参照。 
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が成り立ち得ると考えますが、結論から申しますと、少なくとも、

日本国憲法は、同性婚を法制化することを禁止はしていない、す

なわち、認めているとの許容説は十分に成り立ち得ると考えてお

ります。 

例えば、最近刊行された教科書の中で、東京大学の宍戸常寿先生

は、憲法二十四条が近代的家族観を採用したとの理解を前提に、

憲法上の婚姻を現行民法上の婚姻に限定する一方で、それ以外の

結合は、家族の形成、維持に関する自己決定権、十三条によって

保障され得ると解するのが多数説であるとしつつ、他方で、憲法

二十四条の規範内容は近代的家族観を超えるものであり、同性婚

も憲法上認められるとの見解もあると述べられています。 

御指摘の法案をお手伝いするに当たっては、このような学説の状

況を踏まえて、同性婚を認めるかどうかは立法政策に委ねられて

いるとする考えや、さらには、憲法十三条や十四条等の他の憲法

条項を根拠として、同性婚の法制度化は憲法上の要請であるとす

るような考えなどは、いずれも十分に成り立ち得るものと考えた

ところです。それを提出者の先生方に確認した上で、立案、審査

をしたところでございます。 

 

３ ２０２１年３月の札幌地裁判決直後 

3.1 札幌地裁判決 

２０２１年３月１７日、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）が下された。「異性愛者に

対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者

に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段
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を提供しないとしていること」が、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるとし

て、民法及び戸籍法の諸規定が憲法１４条１項に違反するとの判断であった。 

 

3.2 立憲民主党・社民党・日本共産党 

この札幌地裁判決を受けて、国会でも、同判決が指摘する違憲状態を解消すべき

だとの意見が相次いだ。 

例えば、２０２１年３月２２日の参議院法務委員会では、山添拓議員（日本共産党）

が、以下のような質問をした（甲Ａ８６２・１５頁） 

山添拓 

日本共産党 

 三月十七日、同性婚を認めないのは婚姻の自由を保障する憲法に

違反するとして、同性カップル三組が訴えた訴訟で札幌地裁が判

決を下しました。同性同士の結婚を認めず、その法的効果を受け

られないのは、憲法十四条が保障する法の下の平等に反し、違憲

だとしたものです。一斉訴訟の初めての判決であります。 

大臣に伺いますが、法務省としてこの判決を受けて対応を検討し

ていることはありますか。 

違憲とされたことは重く受け止めるべきだと思います。 

判決は、異性愛者と同性愛者の違いというのは、意思によって選

択したり変更したりできない性的指向の差異でしかないのだと繰

り返し強調しています。にもかかわらず、異性愛者は婚姻による

法的利益を得ることができ、同性愛者には全くない。病院で家族

としての面会や付添いや、あるいは手術への同意、こういったも

のができないなど具体的な問題もあります。 

野党は、二〇一九年の六月、同性婚を法制化する法案を共同提出

しています。これは前に進めるべきだということを今日は改めて

求めておきたいと思います。 
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また、２０２１年３月２６日の参議院予算委員会では、石川大我議員（立憲民主

党）が、以下のような意見を述べた（甲Ａ８６３・２７頁から２８頁）。 

石川大我 

立憲民主党 

同性婚の問題です。政府は、同性婚を求める人たちの切実な声に

耳を傾けようとはしません。私たちは、二〇一九年に婚姻平等法

案を既に提出しています。札幌地裁での違憲判決を受け、速やか

に法の下の平等にかなう制度を整えるべきです。 

２０２１年４月２８日の参議院憲法審査会でも、福島みずほ議員（社民党）や石

川大我議員（立憲民主党）が、札幌地裁判決を受けて速やかにいわゆる同性婚を法

制化すべきだとの意見を述べた（甲Ａ８６４・７頁、１０頁）。 

福島みずほ 

社民党 

先日札幌で、同性婚を認めないことは憲法十四条に反するという

判決が出ました。まさに憲法を生かせと裁判所は言っているわけ

です。それこそ国会が実現すべきことではないでしょうか。ジェ

ンダー平等を求める声も、憲法十四条、十三条を求める声です。

そして、生存権求める声も、憲法二十五条を求める、保障してく

れということです。これらの憲法価値を生かしていくことこそ国

会の責務であると思います。 

石川大我 

立憲民主党 

同性婚について申し上げます。 

憲法二十四条について、同性婚制度は想定されていない、あるい

は改憲しないと同性婚制度はつくれないとの主張があります。果

たしてそうでしょうか。十三条、個人の尊重、幸福追求権、十四

条、法の下の平等を考えれば、同性婚はむしろ現憲法下で要請さ

れていると言えます。札幌地裁では、法の下の平等に反するとの

違憲判決も出ました。速やかに民法を改正し、婚姻における平等、

同性婚を法制化すべきと考えます。 
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3.3 その他の政党の反応 

札幌地裁の違憲との判決を受けてそれを是正すべきとの見解は、立憲民主党や社

民党や日本共産党以外の野党の議員や政府与党の議員からも示されている。 

 

3.3.1 日本維新の会 

例えば、２０２１年３月２３日の参議院財政金融委員会では、音喜多駿議員（日

本維新の会）が、札幌地裁判決を受けての政府の対応を問う中で、以下のような発

言をした（甲Ａ８６５・２２頁から２３頁）。 

音喜多駿 

日本維新の会 

地裁の判決とはいえ、憲法十四条という憲法の中でも特に重要な

権利侵害を指摘された点は重く受け止める必要が行政府にも存在

します。 

法を運用、執行している立場であり、法律起案権もある行政府の

立場として本判決をどのように受け止めているのか伺います。ま

た、本判決の解釈として、本判決の違憲状態を解消するためには、

同性婚規定、これが求められていると考えられるのかどうか、法

務省の見解をお伺いいたします。 

今答弁ありましたように、違憲判決は一部ですらも認められてい

ないということですから、全く同等の同性婚が必要なのかどうか

と、そうしたところにはいろいろな考え方もありますし、確定前

ですから他の裁判の判決も含めて注視すると、そういったことだ

と思います。 

ただ、今現時点でもこの差別的な取扱いをされてきた、されてい

る、そう感じる同性パートナーの方々、もう一刻も早くそれを解

消してほしいと願っているわけでありますので、その点やっぱり

まず重く受け止めなければいけないと思います。 
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3.3.2 公明党 

また、２０２１年４月１５日の衆議院憲法審査会では、國重徹議員（公明党）が、

同年５月１９日の参議院憲法審査会では、平木大作議員（公明党）が、それぞれ札

幌地裁判決を受けて、いわゆる同性婚についても真摯に議論をしていく必要がある

と述べた（甲Ａ８６６・８頁、甲Ａ８６７・６頁）。なお、下記で言及されている

公明党の同性婚検討ワーキングチームは、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）を受けて同

年３月２４日に設置された（甲Ａ８６８）。 

國重徹 

公明党 

（前略）先般の札幌地裁判決も、憲法二十四条一項について、多

くの学説と同様、許容説に立ちました。そのため、同性婚が法制

化されていない状態が直ちに二十四条一項に違反するものとはさ

れておりません。 

その上で、性的指向は自らの意思に関わらず決定される個人の性

質であり、性別や人種などと同様、人の意思によって選択、変更

できないものであることなど、様々な事実を挙げ、同性カップル

に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部すらも享受する法

的手段を提供していないことは、憲法十四条一項に違反するとさ

れました。 

今後、立法府において、このような憲法制定時には想定されてい

なかった同性婚についても、真摯に議論をしていく必要がありま

す。 

我が党におきましても、先日、性的指向と性自認に関するプロジ

ェクトチームの下、同性婚検討ワーキングチームが設置され、私

がその座長に就任をいたしました。今日もこれに関する会議を開
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催いたしますが、議論の土台となる共通認識を確立しながら、着

実に議論を進めていきたいと思います。 

平木大作 

公明党 

家族の在り方をめぐって近年相次いで提起される違憲訴訟は、

人々の価値観が多様化し、社会が大きく変化する中、国会が時代

の価値観に合った立法に取り組んでいるのかを問う国民の声であ

ります。とりわけ、本年三月、同性婚を認めていない民法などの

規定は違憲で差別に当たるとした札幌地裁の判決を我々は重く受

け止める必要があります。 

 

3.3.3 政府の答弁 

しかし、加藤官房長官（当時）は、札幌地裁判決（甲Ａ１７１）直後の２０２１

年３月１７日午後の記者会見で「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは

考えていない。」、「他の裁判所に係属中の同種訴訟の判断をまずは注視していき

たい。」と述べた（甲Ａ２４３）39。 

また、上記各党からの質問に対する政府の答弁も、他の裁判所に同種訴訟が係属

していることから、まずはその判断等を注視していきたい、家族の在り方の根幹に

関わる重要な問題、慎重な検討が必要というものであった（例えば、甲Ａ８６５・

２３頁）。 

 

3.3.4 自民党 

なお、自民党はいわゆる同性婚に反対の立場であるが（甲Ａ５４２[３頁]、甲Ａ

５２５など）、２０２１年４月１６日の衆議院法務委員会では、自民党所属の稲田

 

39 原審原告ら第６準備書面第４の２（１）ス［３８頁］も参照。 



【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めくださ

い】【リンクはご自由にお貼りください】「結婚の自由をすべての人に」東京第二次訴訟(東京高裁)控

訴審第 2 回期日(20250128)提出の書面です。 

62 

 

朋美議員から、以下のように、法律上同性のカップルに何も法的保障がない現状が

違憲であるとの認識を覗わせる発言がされている（甲Ａ８６９・５頁）。 

稲田朋美 

自民党 

次に、先月、注目すべき判決が札幌地裁で出ました。これは、同

性婚が認められていない民法と戸籍法の規定が憲法十三条、二十

四条、十四条に違反するかが争われたものです。 

（中略） 

私は、この判決は非常に複雑な、しかし含蓄のある判決だと思い

ます。つまり、性的指向は憲法十四条の問題であるとしながらも、

同性婚を認めていないことそのものは憲法違反ではないと。つま

り、現在の状況の中で立法裁量違反となるのは何一つ法的効果を

認めていないことに限定をしております。 

今、自民党では理解増進法を議員立法として提出しようと野党と

の協議にも入っておりますが、やはり平等な社会をつくっていく、

また、多くの選択肢を与える社会をつくっていくためには何より

も理解を進めていくことが重要であって、理解が進んでいない現

状における立法裁量の限界がどこなのかということをこの判決は

示していると思います。 
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４ 東京地裁判決（一次）から LGBT 理解増進法の成立まで 

4.1 ２０２２年１１月 東京地裁判決（一次）直後 

２０２２年１１月３０日、東京一次訴訟に関し、東京地方裁判所は、現行法上、

同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性

愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的

な理由があるとはいえず、憲法２４条２項に違反する状態にあると判断した（甲Ａ

３２２）。 

この判決は国会でも取り上げられた。たとえば、石川大我議員（立憲民主党）は、

２０２２年１２月８日の参議院法務委員会における齋藤健法務大臣（当時）に対す

る質問の中で、以下のように発言をした（甲Ａ８７０・３頁から４頁）。 

石川大我 

立憲民主党 

先週、十一月の三十日ですけれども、東京地裁でいわゆる同性婚

訴訟の判決の言渡しがありました。私も、傍聴席で裁判長の言葉

に耳を傾けると、そういう機会に恵まれました。判決の内容です

けれども、憲法二十四条二項に違反する状態、違憲状態というよ

うなものでした。とても踏み込んだ内容だったので少し御紹介を

したいと思いますけれども、違憲状態というふうに言った部分で

すね。 

（以下、略） 

パートナーと家族になるための法制度をいかなる制度とすべきか

については、現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める制度とする

のか、婚姻に類する制度とするのか、法的効果を現行の婚姻制度

と全く同じものとするのかなどについて、国の伝統や国民感情を

含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、また、子の福

祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がなさ

れるべきであり、その立法裁量に委ねられているということで、
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まさに我々がしっかりとこれ議論をしていかなければならないと

いうふうに思います。 

しかし、これに対する政府の答弁は、同性婚制度又は婚姻に類する制度の導入の

問題は我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題、同性婚に関する同種訴訟の動向、

地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等をしっかり注視し

ていく必要があるというものであった（甲Ａ８７０・３頁）。 

 

4.2 ２０２３年１月から３月 

同性婚法制化については、２０２３年１月２３日から始まった第２１１回国会40

でもたびたび取り上げられた。 

 

4.2.1 衆議院予算委員会 

例えば、同年２月１日の衆議院予算委員会で、西村智奈美議員（立憲民主党）

は、岸田総理大臣（当時）に対する質問の中で、以下のように発言した（甲Ａ８７

１・１８頁）41。 

西村智奈美 

立憲民主党 

これは人権の問題なんですね、同性婚の合法化というのは。 

そういうふうに、極めて慎重な検討を要するという形で逃げ続け

る。それは、先ほどの選択的夫婦別姓の議論でもそうです。逃げ

続けるというのは、私はひきょうだというふうに思います。 

 
40 会期末は２０２３年６月２１日 
41 これに対し、岸田総理大臣（当時）は「全ての国民にとっても、家族観や、価値観や、そし

て社会が変わってしまう、こうした課題であります。」と答弁し（甲Ａ５４３）、批判される

こととなった（甲Ａ５４５）。２０２３年２月３日の夜、荒井首相秘書官（当時）は、上記首

相答弁に関連して、「社会の在り方が変わる。」「反対している人は結構いる。秘書官室は全

員反対で、私の身の回りも反対だ。」「同性婚導入となると、社会のありようが変わってしま

う。国を捨ている人もいる。」「僕だって見るのも嫌だ。隣りに住んでいるのもちょっと嫌

だ。」と発言し、更迭された（甲Ａ５４４、甲Ａ５４７）。 

原審原告ら第３１準備書面第２の２（１）［１０頁から１５頁］も参照。 
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また、同月９日の衆議院予算委員会で、同議員は以下のようにも発言している

（甲Ａ控訴８７２・５頁） 

西村智奈美 

立憲民主党 

 

私たちは、既に婚姻平等法案というのを国会に提出しておりま

す。 

それは違憲ではないということ、憲法には反しないということ

で、令和三年の二月二十五日に予算委員会の第三分科会で尾辻か

な子委員が質問しましたときに、衆議院法制局から答弁がありま

した。すなわち、日本国憲法は、少なくとも、同性婚を法制化す

ることを禁止はしていない、すなわち、認めているとの許容説は

十分に成り立ち得るというふうに答弁している。また、憲法十三

条や十四条等の他の憲法条項を根拠として、同性婚の法制度化は

憲法上の要請であるとするような考えなどは十分に成り立ち得る

ということで、衆議院の法制局、ちゃんと答弁をしております。  

また、このところ出ている各地の同性婚に関する訴訟でも、憲

法、法の下の平等、あるいは二十四条の第二項、これに照らし

て、違憲である、反するというような判決も出ておりますので、

是非、そこのところはよくよく知っていただいて、共に、本当に

一人一人の人権を守るための議論をさせていただきたい。強く申

し上げて、時間になりましたので、質問を終わります。 

さらに、他の日に開催された衆議院予算委員会（２月６日（甲Ａ８７３・８頁か

ら１０頁、２１頁から２４頁、４１頁から４２頁）、８日（甲Ａ８７４・１９頁か

ら２１頁）、２２日（甲Ａ８７５・１５頁から１６頁、２１頁、２４頁）、２８日

（甲Ａ８７６・１８頁から１９頁など）でもとりあげられている。 

 

4.2.2 その他の委員会 
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その他の委員会も同様である。２０２３年３月の参議院予算委員会では、例え

ば、同月１日（甲Ａ８７７・２頁から３頁）、２日（甲Ａ８７８・１４頁、３６

頁）、３日（甲Ａ８７９・１１頁から１２頁）、６日（甲Ａ８８０・１９頁、２２

頁から２３頁）、２８日（甲Ａ８８１・８頁、２１頁）などの日に取り上げられて

いる。 

また、同年３月２日の衆議院憲法審査会（甲Ａ８８２・８頁から９頁）などでも

取り上げられた。 

 

4.2.3 政府の答弁 

上記 4.2.1、4.2.2 で触れた質問に対する政府の答弁は相変わらず、我が国の家族

の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するというものであっ

た（例えば、甲Ａ８７３・２１頁、甲Ａ８７４・２０頁、甲Ａ８７５・２１頁など）。 

 

4.3 ２０２３年３月 婚姻平等法案の第２回目の提出 

２０１９年に提出した婚姻平等法案が審議未了のまま、２０２１年１０月の衆議

院解散により廃案となったため、２０２３年３月６日、立憲民主党と社民党は、同

性婚を法制化し婚姻の平等を実現するための「婚姻平等法案」（正式名称：民法の

一部を改正する法律案）を衆議院に提出した（甲Ａ５２３）。同月２９日には、日

本共産党が別の婚姻平等法案を参議院に提出した（甲Ａ５２４）。廃案となった前

回の婚姻平等法案と同様、同性婚の法制化は人権の問題であり、憲法の基本原理で

ある「個人の尊重」（憲法１３条）及び「法の下の平等」（憲法１４条）の観点か

ら要請されるとの認識を前提としたものである（甲Ａ５２３）。 

上記のうち、立憲民主党・社民党案は衆議院法務委員会に付託されたものの、審

議未了のまま（甲Ａ８８３）、２０２４年１０月の衆議院解散により廃案となった。

また、日本共産党案は委員会への付託すらされなかった（甲Ａ８８４）。 
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4.4 ２０２３年５月 名古屋地裁判決、同年６月 福岡地裁判決直後 

２０２３年５月３０日、名古屋地方裁判所は、民法及び戸籍法の諸規定は、同性

カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのに

ふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法２４

条２項及び１４条１項に違反すると判断した（甲Ａ４５７）。２０２３年６月８

日、福岡地方裁判所は、民法及び戸籍法の諸規定は、同性カップルに婚姻制度の利

用によって得られる利益の一切を認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手

段を与えていない限度で憲法２４条２項に違反する状態にあるとした（甲Ａ４５

６）。 

名古屋地裁判決が明確に違憲との判断を下したことを踏まえ、国会においても、

２０２３年６月１日の参議院法務委員会では、福島みずほ議員（社民党）から（甲

Ａ８８５・３頁）、同月２日の衆議院法務委員会では、本村伸子議員（日本共産

党）から（甲Ａ８８６・１６頁）、同性婚の法制化を進めるべきだとの意見が出さ

れた。 

しかし、これらの質問や意見に対する政府の答弁は、現段階では確定前の判決で

あり、同種訴訟の判断も注視をしていきたいというものであった（同上）。 

 

4.5 ２０２３年６月 いわゆる LGBT 理解増進法の成立 

２０２３年６月、いわゆるＬＧＢＴ理解増進法が衆議院・参議院での賛成多数で、

可決され、同月２３日、公布された。これにより、国権の最高機関たる立法府自身

の手によって、日本の法体系上、性的指向やジェンダーアイデンティティに基づく

差別が許されないこと、何よりも、性的少数者がかけがえのない個人として尊重さ

れることが、より明確にされた。 
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同法案を審議する過程において、斎藤アレックス議員（国民民主党）は、２０２

３年６月９日の衆議院内閣委員会で、以下のような意見を述べた（甲Ａ８８７・８

頁）。 

斎藤アレック

ス 

国民民主党 

先ほど堀場委員のお話の中にもありましたけれども、同性婚も含

めて、しっかりと皆様が安心して自分のパートナーと生活を送れ

る、そして差別することがない、されることがない社会を築いて

いかなければならないというふうに考えております。 

 

５ ２０２４年３月 原判決＆札幌高裁判決直後 

２０２４年３月１４日、原判決及び関連訴訟の札幌訴訟に関し札幌高裁判決（甲

Ａ６０３）が下された。札幌高裁判決は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻

を許さず、これに代わる措置についても一切規定していない点において、民法・戸

籍法の規定は憲法２４条、１４条１項に違反するとの明確な違憲判決であった。 

これを受けて、国会でも質問がされ、与党や野党の議員からいわゆる同性婚の法

制化は性的少数者の人権問題であり、判決により指摘された違憲の状態を早急に是

正すべきだとの指摘が相次いだ。その主な例を挙げると下記のとおりである。 

 

5.1 参議院予算委員会 

２０２４年３月１５日の参議院予算委員会では、石川大我議員（立憲民主党）、

小池晃議員（日本共産党）から以下のような質問がなされた（甲Ａ８８８・１９頁、

４６頁）。 

石川大我 

立憲民主党 

昨日の札幌高裁で明快な違憲判決が出ました。高裁は、憲法二十四

条一項は、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても異性

間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当と判示を

しました。このほかにも、二十四条第二項、そして十四条に照らし
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ても違憲だというふうに言っておりまして、原告の皆さんから喜び

の声が上がっています。 

原告の皆さんの声です。社会の中でいないものとされていると毎回

実感させられてきた、同性カップルにも、この国で家族として、夫

婦として生きていっていいと言ってくれる、本当に前向きな励まさ

れる判決だった。原告のまた別の方ですけれども、思った以上の判

決が出て泣いてしまいました、司法が積極的に同性間の婚姻を進め

ようという意思を感じました、この判決を是非国会議員の皆さんに

も見ていただいて、賢明な判断をしていただきたいと思いますとい

うふうにおっしゃっています。 

総理、これ同性婚、いいかげん導入すべきではないでしょうか。国

会図書館調べで、三十六か国そして地域、これが同性婚を認めてい

ます。総理、同性婚、導入すべきなのでしょうか。また、こうした

原告の皆さんに何かメッセージないでしょうか。 

小池晃 

日本共産党 

昨日は札幌高裁で、同性婚認めないのは婚姻の自由を認めた憲法に

違反するという判決が出ました。ここでも立法府の責任が問われて

いると思います。 

多様性を認め、国際水準のジェンダー平等を認める国へ前進するこ

とを強く求めて、質問を終わります。 

しかし、政府の答弁は、現段階では確定前の判決であり、同種訴訟の判断も注視

をしていきたいというものであった（同上）。 

 

5.2 衆参法務委員会 

２０２４年３月１５日の衆議院法務委員会でも、道下大樹議員（立憲民主党）か

ら以下のような質問がなされた（甲Ａ８８９・１０頁から１１頁）。 
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道下大樹 

立憲民主党 

東京地裁で二年前に違憲状態、名古屋地裁では違憲、福岡地裁では

違憲状態、東京地裁では違憲状態ということで、今、司法の判断は、

同性婚を民法等で認めないのは違憲若しくは違憲状態であるとい

う大きな流れができております。（中略）是非、法務大臣、政府か

ら、同性婚を認める民法改正を出しましょうよ。 

国会での議論もありましたけれども、この法務委員会には、我が党

が昨年三月に、民法の一部を改正する法律案、いわゆる婚姻平等法

を提出しております。先ほど、早稲田大学の棚村先生が、国会や政

府は重く受け止め、早急に議論を進めるべきということであります

けれども、これについて我が立憲民主党は、この婚姻平等法を既に

昨年提出をしておりますし、それに対して、本会議で趣旨説明を要

求しているのは、維新さん、共産党さん、そして国民さんというこ

とで、野党はもうこの法案を議論しましょうと言っているんです。

国会で議論を止めているのは、政府や与党ではないかというふうに

私は思うんです。 

是非、法務大臣、閣法で出さなければ、国会で我々が出している婚

姻平等法案の議論をしましょう。よろしくお願いします。 

また、同年３月２２日の参議院法務委員会でも、石川大我議員（立憲民主党）か

ら以下のような質問がなされた（甲Ａ８９０・３１頁から３２頁）。 

石川大我 

立憲民主党 

札幌高裁ですね、明快な違憲判決が出ました。憲法二十四条一項、

憲法二十四条一項は、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻につ

いても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当

という非常に分かりやすい判決が出ました。 
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是非、これを受けて、法務大臣、同性婚の制度、もうそろそろ日本

にも実現すべく検討を始めた方がいいんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

その後も、例えば、同年３月２６日の衆議院法務委員会において道下大樹議員（立

憲民主党）と本村伸子議員（日本共産党）が（甲Ａ８９１・１２頁から１４頁、１

９頁］）、同年４月１１日の参議院法務委員会と同年５月２３日の参議院法務委員

会において石川大我議員（立憲民主党）が（甲Ａ８９２・７頁から８頁、甲Ａ８９

３・３頁から６頁）、同月５月２９日の衆議院法務委員会において山田勝彦議員（立

憲民主党）が（甲Ａ８９４・８頁から９頁）、それぞれ違憲の状態を是正するため

にいわゆる同性婚を法制化すべきだとの趣旨の質問を行った。 

しかし、これに対する政府の答弁は、相変わらず、我が国の家族の在り方の根幹

に関わるそういう問題、注意深く状況を見守っていきたいというものであった（例

えば、甲Ａ８９０・３２頁）。 

 

5.3 衆議院憲法審査会 

また、２０２４年４月１８日には、衆議院憲法審査会において、政府与党の議員

である國重徹議員（公明党）から以下のような意見が表明された（甲Ａ８９５・４

頁）。 

國重徹 

公明党 

少数者の権利保障は司法だけの役割ではなく、むしろ、まずは我々

立法府こそが矜持を持って取り組むべき課題です。基本的人権の保

障は日本国憲法の三大原理の一つであり、多数派原理に基づいて運

営される国会も、憲法の規定にのっとって、少数者の権利を守る立

法を行う責務を負っております。仮に、この責務を怠り、最高裁で

国会の立法不作為を非難されることがあれば、それは立法府として

恥ずべきことです。さきの札幌高裁判決は、同性婚が根源的には個
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人の尊厳に関わる事柄であると指摘をしています。この判決を始め

とする司法からのメッセージを踏まえ、国会は、最高裁の判決を待

たずに、不利益を受けている方々の状況について理解を深めなが

ら、真摯な議論と具体的な対策を進める必要があります。 

 

5.4 犯給法最高裁判決関連 

２０２４年３月２６日、犯給法５条１項１号の「婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にあったもの」に該当するかどうかが争われた事案に関

し、最高裁判所第３小法廷は判決を下し、「犯罪被害者と同性の者であることのみ

をもって『婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたも

の』に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏ま

えて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法５条１項１号括

弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に犯罪被害

者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとはいえない。」

との判断を示した（甲Ａ６３９［４頁］） 

上記判決を受けて、国会でも関連する質問がなされた。例えば、２０２４年４月

９日、第２１３回参議院内閣委員会において、井上哲士議員（日本共産党）から、

上記判決を受けて警察庁はどのような対応を行っているか質問がなされた。これに

対し、国家公安委員長は「警察庁におきましては、犯罪被害者等給付金の裁定事務

を担う各都道府県警察に対しまして、最高裁判所の判決内容を周知するとともに、

死亡した犯罪被害者と同性であったことのみを理由に不支給裁定とすることのない

ように文書を発出したところでございます。」と答弁した（甲Ａ８９６・１２頁）。 

 

６ 東京高裁判決（一次）・福岡高裁判決前後 

6.1 自民党総裁選前後 
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石破茂議員（自民党）は、２０２４年８月に出版された著作「保守政治家 わが

政策、わが天命」において、同性婚について触れ、「あくまでも（憲法が掲げる）

基本的人権の保障という観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、

最高裁の判決を待つまでもなく早急な法制化が必要ではないか」との認識を示した。

また、同書で、憲法２４条１項の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」との

規定について、旧民法下で婚姻に戸主の同意が必要だった経緯を踏まえ、第三者の

意思で婚姻が妨げられないとの趣旨で、「両性」は「当事者」と解するべきではな

いかとも指摘した。さらに、同年９月１１日放送のラジオ番組では「世の中にＬＧ

ＢＴの方々は相当数いる。同性婚を認められないことで不利益を受けているとすれ

ば、救済する道を考えるべきだ」と発言した（甲Ａ８９７）。 

同議員は、２０２４年９月２７日に自民党の総裁に選出され、同年１０月１日に

内閣総理大臣に就任した。 

 

6.2 東京高裁判決（一次）・福岡高裁判決 

２０２４年１１月３０日、東京一次訴訟に関し、東京高等裁判所が、現行の法令

が、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について規律するにとどまり、同性間の

人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法７３９条に相当する配偶者とし

ての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結

び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法

的な差別的取扱いをするものであって、憲法１４条１項、２４条２項に違反すると

の判断を下した（甲Ａ７１０）。 

また、同年１２月１３日には、九州訴訟に関し、福岡高等裁判所が、幸福追求権

としての婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利は、憲法１３

条によって保障され、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であり、同

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81.html
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性のカップルについて婚姻を認めていない本件諸規定は、同権利を侵害し、憲法１

３条、１４条１項及び２４条２項に違反するとの判断を下した（甲Ａ８３５）。 

 

6.3 石破総理大臣の答弁 

同年１２月５日の衆議院予算委員会で、岡本あき子議員（立憲民主党・無所属）

から同性婚の法制化に取り組む決意はないかと聞かれ、石破総理大臣は「この同性

婚の導入というものは、親族の範囲、また、そこに含まれる方々の間にどのような

権利義務関係を認めるかという、割と国民生活の基本に関わる点でございます。そ

の点をよく精緻に検討していく必要があると思っております。」という従前の政府

答弁を繰り返した後に、自身の言葉で「同性婚が認められないことによってそうい

う方々がどういう思いを持っておられるのかということも、私自身はそういう方々

の声は聞いて承知をいたしております。そういう方々の人権というものは最大限に

尊重されなければならない、当然のことだと思っております」と答弁した（甲Ａ８

９８）。このように、いわゆる同性婚の導入は性的少数者の人権の問題であるとい

う認識は、国会議員であり、行政府の長である総理大臣にも共有されるに至ってい

る。 

しかし、自民党は同性婚に反対であり、政府としての見解も従前どおりである。

そのため、同性婚が法制化される見込みが全く立たない状況に変化はない。 

 


